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変更前 変更後 

  

みずほ電子債権決済サービス総合規約 みずほ電子債権決済サービス総合規約 

  

第一章 総則 第一章 総則 

  

第 1条 （目的） 第 1条 （目的） 

このみずほ電子債権決済サービス総合規約（以下「本規約」

といいます。）は、(i)みずほ電子債権記録株式会社（以下

「記録機関」といいます。）が営む電子債権記録業等に関

し、記録機関による利用者登録及び利用者による記録機関

への電子記録の請求にあたり、利用者及び記録機関の間で

必要となる事項、(ii)みずほファクター株式会社（以下「請

求代行者」といいます。）が、記録機関の利用者による記

録機関に対する電子記録の請求を代行するに際し、利用者

及び請求代行者の間で必要となる事項、及び(iii)電子記

録債権の債権者が電子債権買取合同会社（以下「買取会社」

といいます。）に対してその有する電子記録債権を売渡し、

買取会社がそれを買取るにあたり、電子記録債権の債権

者、債務者及び買取会社の間で必要となる事項をそれぞれ

定めることを目的とします。 

このみずほ電子債権決済サービス総合規約（以下「本規約」

といいます。）は、(i)みずほ電子債権記録株式会社（以下

「記録機関」といいます。）が営む電子債権記録業等に関

し、記録機関による利用者登録及び利用者による記録機関

への電子記録の請求にあたり、利用者及び記録機関の間で

必要となる事項、(ii)みずほファクター株式会社（以下「請

求代行者」といいます。）が、記録機関の利用者による記

録機関に対する電子記録の請求を代行するに際し、利用者

及び請求代行者の間で必要となる事項、(iii)電子記録債

権の債権者が電子債権買取合同会社（以下「買取会社」と

いいます。）に対してその有する電子記録債権を売渡し、

買取会社がそれを買取るにあたり、電子記録債権の債権

者、債務者及び買取会社の間で必要となる事項、及び(iv)

利用者が請求代行者に対して電子記録の請求委託をする

にあたり、当該請求委託について利用者間で必要となる事

項をそれぞれ定めることを目的とします。 

  

第 2条 （定義） 第 2条 （定義） 

本規約における用語の意義は、別添 1の定義集に定めると

ころによるものとします。 

本規約における用語の意義は、別添 1の定義集に定めると

ころによるものとします。 
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第二章 利用者及びみずほ電子債権決済サービス関連契

約締結の申請 

第二章 利用者及びみずほ電子債権決済サービス関連契

約締結の申請 

  

第 3条 （利用申請） 第 3条 （利用申請） 

1 申請者は、第 5 条第 2 項各号及び第 3 項各号に掲げる

事由に該当しないことを表明及び保証し、関連総合規

約及び業務規程の内容を承認のうえ、次に掲げる事項

を記載したみずほ電子債権決済サービス利用申込書及

び別途定められる書面を、請求代行者に交付する方法

により、各みずほ電子債権決済サービス関連契約の締

結及び利用者登録を申請するものとします。なお、請

求代行者に対するみずほ電子債権決済サービス利用申

込書の交付により、申請者は、請求代行者、記録機関

及び買取会社に対して同利用申請書を提出したものと

みなされます。 

1 利用申請者は、第 5 条第 2 項各号及び第 3 項各号に掲

げる事由に該当しないことを表明及び保証し、本規約

その他関連総合規約及び業務規程の内容を承認のう

え、次に掲げる事項を記載したみずほ電子債権決済サ

ービス利用申込書その他記録機関、請求代行者及び買

取会社所定の書類を、請求代行者に交付する方法によ

り、各みずほ電子債権決済サービス関連契約の締結及

び利用者登録を申請するものとします。なお、請求代

行者に対するみずほ電子債権決済サービス利用申込書

の交付により、利用申請者は、請求代行者、記録機関

及び買取会社に対して同利用申込書を提出したものと

みなされます。 

(1) 氏名又は名称 (1) 氏名又は名称 

(2) 申請者が個人事業者の場合は住所、申請者が法人

の場合は本店所在地 

(2) 利用申請者が個人事業者の場合は住所、利用申請

者が法人の場合は本店所在地 

(3) 代表者の氏名（申請者が法人である場合に限りま

す） 

(3) 代表者の氏名（利用申請者が法人である場合に限

ります） 

(4) 銀行口座 (4) 銀行口座 

 (5)  記録請求事務代行契約の成立と同時に取得しよう

とする請求資格の種類 

(5) その他記録機関、請求代行者又は買取会社が定め

る事項 

(6) その他記録機関、請求代行者又は買取会社が定め

る事項 
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2 前項のみずほ電子債権決済サービス利用申込書には、

以下の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に

掲げる書類を添付するものとします。 

2 みずほ電子債権決済サービス利用申込書には、以下の

各号に掲げる利用申請者の区分に応じ、当該各号に掲

げる書類（官公署の発行するものについては、発行日

から記録機関、請求代行者及び買取会社所定の期間内

のものに限ります。）を添付するものとします。 

(1) 申請者が法人である場合 (1) 利用申請者が法人である場合 

① 申請者の商業登記簿に係る全部事項証明書 ① 利用申請者の商業登記簿に係る全部事項証明書 

② 申請者の印鑑証明書 ② 利用申請者の印鑑証明書 

③ その他記録機関、請求代行者又は買取会社が必要

と認める書類 

③ その他記録機関、請求代行者又は買取会社が必要

と認める書類 

(2) 申請者が個人である場合 (2) 利用申請者が個人である場合 

① 申請者の印鑑証明書 ① 利用申請者の印鑑証明書 

② その他記録機関、請求代行者又は買取会社が必要

と認める書類 

② その他記録機関、請求代行者又は買取会社が必要

と認める書類 

3 債権者である申請者は、債務者である申請者を代理人

として第 1項の申請を行うことができます。この場合、

当該債権者は、自らが記名押印又は署名押印した記録

機関所定の委任状を、請求代行者に交付する方法によ

り記録機関に提出するものとします。 

3 債権者である利用申請者は、債務者である利用申請者

を代理人として第 1 項の申請を行うことができます。

この場合、当該債権者は、自らが記名押印又は署名押

印した記録機関所定の委任状を、請求代行者に交付す

る方法により記録機関に提出するものとします。 

4 債権者請求資格の取得を希望する申請者は、債務者請

求資格者を代理人として第 1 項の申請を行うことがで

きます。この場合、当該債権者請求資格の取得を希望

する申請者は、自らが記名押印又は署名押印した請求

代行者所定の委任状を請求代行者に提出するものとし

ます。 

4 債権者請求資格の取得を希望する利用申請者は、債務

者請求資格者を代理人として第 1 項の申請を行うこと

ができます。この場合、当該債権者請求資格の取得を

希望する利用申請者は、自らが記名押印又は署名押印

した請求代行者所定の委任状を請求代行者に提出する

ものとします。 

  

第 4条 （取引時確認） 第 4条 （取引時確認） 
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1 申請者から第 3 条の規定による申請があった場合及び

記録機関が必要と認める場合には、記録機関は、自ら

又は指定記録業務受託者をして犯罪収益移転防止法の

規定及び業務規程の定めるところにより取引時確認

（犯罪収益移転防止法第 4 条第 6 項に規定する取引時

確認をいいます。以下同様とします。）を行うものとし

ます。 

1 利用申請者から第 3 条の規定による申請を受けた場合

及び記録機関が必要と認める場合には、記録機関は、

自ら又は指定記録業務受託者をして犯罪収益移転防止

法の規定及び業務規程の定めるところにより取引時確

認（犯罪収益移転防止法第 4 条第 6 項に規定する取引

時確認をいいます。以下同様とします。）を行うものと

します。 

2 申請者から前項の取引時確認に必要な書類その他の資

料が提出されない場合又は必要な申告がない場合、そ

の理由の如何にかかわらず、記録機関は、記録機関利

用契約の締結をお断りすることがあります。 

2 利用申請者から前項の取引時確認に必要な書類その他

の資料が提出されない場合又は必要な申告がない場

合、その理由の如何にかかわらず、記録機関は、記録

機関利用契約の締結をお断りすることがあります。 

  

第 5条 （みずほ電子債権決済サービス関連契約の成立） 第 5条 （みずほ電子債権決済サービス関連契約の成立） 

1 申請者から第 3 条第 1 項の規定による申請を受けた場

合、記録機関、請求代行者及び買取会社は、それぞれ

所定の審査を行い、申請者との間でそれぞれ自己が契

約当事者となるみずほ電子債権決済サービス関連契約

を締結するか否かを決めるものとします。 

1 利用申請者から第 3 条第 1 項の規定による申請を受け

た場合、記録機関、請求代行者及び買取会社は、それ

ぞれ所定の審査を行い、利用申請者との間でそれぞれ

自己が契約当事者となるみずほ電子債権決済サービス

関連契約を締結するか否かを決めるものとします。 

2 以下に掲げる事由（以下「契約拒否事由」と総称しま

す。）が一つでも存在する場合には、記録機関は、当該

申請者について、記録機関利用契約の締結をお断りす

ることがあります。 

2 以下に掲げる事由（以下「契約拒否事由」と総称しま

す。）が一つでも存在する場合には、記録機関は、当該

利用申請者について、記録機関利用契約の締結をお断

りすることがあります。 

(1) 申請者について、支払の停止が発生し、又は破産

手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始

若しくは特別清算開始（これらに類する日本及び

外国における倒産手続及び私的整理手続の開始を

含みます。）の申立が行われている場合 

(1) 利用申請者について、支払の停止が発生し、又は

破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続

開始若しくは特別清算開始（これらに類する日本

及び外国における倒産手続及び私的整理手続の開

始を含みます。）の申立が行われている場合 
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(2) 申請者が手形交換所又は株式会社全銀電子債権ネ

ットワークによる取引停止処分を受けている場合 

(2) 利用申請者が手形交換所又は株式会社全銀電子債

権ネットワークによる取引停止処分を受けている

場合 

(3) 申請者について、信用状況に懸念があると判断さ

れる場合 

(3) 利用申請者について、信用状況に懸念があると判

断される場合 

(4) 申請者が国、地方公共団体、法人又は個人事業者

のいずれにも該当しない場合（但し、利用者に相

続があった場合における、当該利用者の相続人が

申請者であるときはこの限りではありません。） 

(4) 利用申請者が国、地方公共団体、法人又は個人事

業者のいずれにも該当しない場合（但し、利用者

に相続があった場合における、当該利用者の相続

人が利用申請者であるときはこの限りではありま

せん。） 

(5) 申請者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなっ

た時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、

暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ

ロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ず

る者（以下、これらの者を総称して「暴力団員等」

といいます。）に該当する場合、及び次のいずれか

に該当する者であること。 

(5) 利用申請者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなく

なった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成

員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼ

うゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに

準ずる者（以下、これらの者を総称して「暴力団

員等」といいます。）に該当する場合、及び次のい

ずれかに該当する者であること。 

① 暴力団員等が経営を支配していると認められる

関係を有すること 

① 暴力団員等が経営を支配していると認められ

る関係を有すること。 

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認

められる関係を有すること 

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると

認められる関係を有すること。 

③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもってする

など、不当に暴力団員等を利用していると認めら

れる関係を有すること 

③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもってする

など、不当に暴力団員等を利用していると認めら

れる関係を有すること。 

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を

供与するなどの関与をしていると認められる関

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を

供与するなどの関与をしていると認められる関
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係を有すること 係を有すること。 

⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力

団員等と社会的に非難されるべき関係を有する

こと 

⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力

団員等と社会的に非難されるべき関係を有する

こと。 

(6) その他記録機関が申請者との契約締結を不適当と

判断する場合（申請者が利用者となることにより、

電子記録債権制度の信用が害され、又はその円滑

な運営が阻害されるおそれがある場合を含みま

す。） 

(6) その他記録機関が利用申請者との契約締結を不適

当と判断する場合（利用申請者が利用者となるこ

とにより、電子記録債権制度の信用が害され、又

はその円滑な運営が阻害されるおそれがある場合

を含みます。） 

3 以下に掲げる事由が一つでも存在する場合には、請求

代行者は、当該申請者について、記録請求事務代行契

約の締結をお断りすることがあります。 

3 以下に掲げる事由が一つでも存在する場合には、請求

代行者は、当該利用申請者について、記録請求事務代

行契約の締結をお断りすることがあります。 

(1) 申請者について、契約拒否事由の全て又はいずれ

かが存在する場合 

(1) 利用申請者について、契約拒否事由の全て又はい

ずれかが存在する場合 

(2) 譲受人請求資格の取得を希望する申請者について

は、譲渡人となることが予定されている他の請求

資格者からの紹介に基づき記録請求事務代行契約

締結の申し込みを行うものでない場合 

(2) 譲受人請求資格の取得を希望する利用申請者につ

いては、譲渡人となることが予定されている他の

請求資格者からの紹介に基づき記録請求事務代行

契約締結の申し込みを行うものでない場合 

(3) 申請者が、営業として電子記録債権を譲り受ける

ことを目的として記録請求事務代行契約締結の申

し込みを行う場合 

(3) 利用申請者が、営業として電子記録債権を譲り受

けることを目的として記録請求事務代行契約締結

の申し込みを行う場合 

(4) 債務者請求資格の取得を希望する申請者について

は、法人でない場合 

(4) 債務者請求資格の取得を希望する利用申請者につ

いては、法人でない場合 

(5) その他請求代行者が不適当と判断した場合 (5) その他請求代行者が利用申請者との契約締結を不

適当と判断する場合 

4 買取会社は、記録機関利用契約及び請求事務代行契約

のいずれか又は双方が締結されていない場合には、当

4 買取会社は、記録機関利用契約及び請求事務代行契約

のいずれか若しくは双方が締結されていない場合又は
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該申請者について、みずほ電子債権決済サービス債権

売買基本契約の締結をお断りすることがあります。 

締結される見込みがない場合には、当該利用申請者に

ついて、みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契

約の締結をお断りすることがあります。 

5 第 1 項の審査の結果、記録機関、請求代行者又は買取

会社が申請者との間で記録機関利用契約、記録請求事

務代行契約又はみずほ電子債権決済サービス債権売買

基本契約を締結しないこととする場合には、当該決定

を行った者（以下「契約締結拒否者」といいます。）は、

指定記録業務受託者である請求代行者を経由して、速

やかにその旨を契約締結拒否者の選択により当該申請

者又はその代理人に通知するものとします。 

5 第 1 項の審査の結果、記録機関、請求代行者又は買取

会社が利用申請者との間で記録機関利用契約、記録請

求事務代行契約又はみずほ電子債権決済サービス債権

売買基本契約を締結しないこととする場合には、当該

決定を行った者（以下「契約締結拒否者」といいます。）

は、指定記録業務受託者である請求代行者を経由して、

速やかにその旨を契約締結拒否者の選択により当該利

用申請者又はその代理人に通知するものとします。 

6 第 1 項の審査の結果、記録機関、請求代行者又は買取

会社が申請者との間で記録機関利用契約、記録請求事

務代行契約又はみずほ電子債権決済サービス債権売買

基本契約を締結する場合には、記録機関、請求代行者

又は買取会社はそれぞれ、速やかに、指定記録業務受

託者である請求代行者を経由して、申請者又はその代

理人に対して承認通知書による通知を行うものとしま

す。 

6 第 1 項の審査の結果、記録機関、請求代行者又は買取

会社が利用申請者との間で記録機関利用契約、記録請

求事務代行契約又はみずほ電子債権決済サービス債権

売買基本契約を締結する場合には、記録機関、請求代

行者又は買取会社はそれぞれ、速やかに、指定記録業

務受託者である請求代行者を経由して、利用申請者又

はその代理人に対して承認通知書による通知を行うも

のとします。 

7 記録機関、請求代行者又は買取会社が前項の承認通知

書を発信したときに、申請者との間で、それぞれ、当

該発信者が契約当事者となるみずほ電子債権決済サー

ビス関連契約が成立するものとします。 

7 前項の承認通知書が利用申請者に到達した時に、当該

承認通知書を送付した記録機関、請求代行者又は買取

会社と利用申請者との間で、それぞれ、みずほ電子債

権決済サービス関連契約が成立するものとします。な

お、これらの契約が成立した場合における効力発生日

は、記録機関、請求代行者又は買取会社が当該承認通

知書を発信した日とし、記録機関、請求代行者及び買

取会社は、効力発生日をこれらの契約の成立日として
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取り扱うものとします。 

  

第 6条 （利用者登録並びに利用者 ID の発行及び追加・

変更・抹消） 

第 6条 （利用者登録並びに利用者 ID の発行及び追加・

変更・抹消） 

1 記録機関は、利用者との間で記録機関利用契約を締結

する場合は、業務規程の定めに従い利用者登録を行う

とともに、速やかに、当該利用者に対して、利用者 ID

を発行するものとします。 

1 記録機関は、利用者との間で記録機関利用契約を締結

する場合は、業務規程の定めに従い利用者登録を行う

とともに、速やかに、当該利用者に対して、利用者 ID

を発行するものとします。 

2 利用者は、利用者登録及び利用者 IDの追加若しくは抹

消、又は利用者登録事項の変更（以下、総称して「登

録変更等」といいます。）を希望する場合、記録機関に

対して記録機関所定の様式による届出を行うことによ

って、記録機関に対して登録変更等を求めることがで

きます。なお、利用者からの利用者登録及び利用者 ID

の抹消請求は、抹消を希望する日の 3 ヶ月前までに記

録機関所定の様式に基づく届出によって行われるもの

とします。 

2 利用者は、利用者登録及び利用者 IDの追加若しくは抹

消、又は利用者登録事項の変更（以下、総称して「登

録変更等」といいます。）を希望する場合、指定記録業

務受託者を経由して記録機関に対して記録機関所定の

様式による届出を行うことによって、記録機関に対し

て登録変更等を求めることができます。なお、利用者

からの利用者登録及び利用者 IDの抹消請求は、抹消を

希望する日の 3 ヶ月前までに記録機関所定の様式に基

づく届出によって行われるものとします。また、記録

機関は、利用者によって指定された登録変更等の希望

日以前の日を登録変更等の効力発生日として指定する

ことができるものとし、利用者による登録変更等の申

込を受けて記録機関がかかる効力発生日の指定を行っ

た場合、当該指定された日をもって登録変更等が行わ

れるものとします。 

3 利用者からの利用者登録及び利用者 ID の抹消請求に

関らず、記録機関は、利用者が電子記録債権の債権者

又は債務者である場合には、その裁量によって、当該

利用者の利用者登録及び利用者 ID の抹消を行わない
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ことができるものとします。また、記録機関は、利用

者によって指定された登録変更等の希望日以前の日を

登録変更等の効力発生日として指定することができる

ものとし、利用者による登録変更等の申込を受けて記

録機関がかかる効力発生日の指定を行った場合、当該

指定された日をもって登録変更等が行われるものとし

ます。 

4 記録機関は、以下の各号に定める場合には、当該各号

に規定する利用者登録及び利用者 ID を抹消するもの

とします。 

3 記録機関は、以下の各号に定める場合には、当該各号

に規定する利用者登録及び利用者 ID を抹消するもの

とします。 

(1) 利用者との間の記録機関利用契約がその理由を問

わず終了した場合 

全部又は一部の利用者登録及び利用者 ID 

(1) 利用者との間の記録機関利用契約がその理由を問

わず終了した場合 

全部又は一部の利用者登録及び利用者 ID 

(2) 利用者登録に係る利用者 ID につき一定期間利用

がない場合 

当該利用者登録及び利用者 ID 

(2) 利用者登録に係る利用者 ID につき一定期間利用

がない場合 

当該利用者登録及び利用者 ID 

(3) 記録機関が、利用者に対し、抹消を行う 3 か月前

までに記録機関所定の方法により予告を行い、当

該期間が経過した場合 

当該予告に係る利用者登録及び利用者 ID 

(3) 記録機関が、利用者に対し、抹消を行う 3 か月前

までに記録機関所定の方法により予告を行い、当

該期間が経過した場合 

当該予告に係る利用者登録及び利用者 ID 

 4 前二項の規定にかかわらず、記録機関が利用者登録及

び利用者 IDを抹消すべき場合において、当該利用者登

録に係る利用者が電子記録債権の債権者又は債務者で

あるときは、記録機関は、その裁量により、当該利用

者の利用者登録及び利用者 ID を抹消しないことがで

きるものとします。 
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第 7条 （請求資格の取得） 第 7条 （請求資格の取得） 

1 申請者は、第 5 条第 7 項の規定により記録請求事務代

行契約が締結されるのと同時に、委託申請に係る請求

資格を取得するものとします。 

1 利用申請者は、第 5 条第 7 項の規定により記録請求事

務代行契約が締結されるのと同時に、その利用申請に

係る請求資格を取得するものとします。 

2 以下の各号に掲げる請求資格を取得した請求資格者

は、関連請求事務代行規約の定めに従い、それぞれ当

該各号に定める電子記録の請求委託を行うことができ

るものとします。 

2 以下の各号に掲げる請求資格を取得した請求資格者

は、関連請求事務代行規約の定めに従い、それぞれ当

該各号に定める電子記録の請求委託をすることができ

るものとします。 

(1) 債権者請求資格 発生記録、譲渡記録、支払等記

録、変更記録、分割記録、及び保証記録 

(1) 債権者請求資格 発生記録、譲渡記録、支払等記

録、変更記録、分割記録、特定記録機関変更記録

及び保証記録 

(2) 債務者請求資格 発生記録、支払等記録、及び変

更記録 

(2) 債務者請求資格 発生記録、支払等記録及び変更

記録 

(3) 譲受人請求資格 譲渡記録、支払等記録、変更記

録、分割記録、及び保証記録 

(3) 譲受人請求資格 譲渡記録、支払等記録、変更記

録、分割記録及び保証記録 

3 請求資格者が請求資格を追加取得しようとする場合、

請求代行者所定の請求資格取得申請書を請求代行者に

対して提出して申請するものとします。 

3 請求資格者は、請求資格を追加取得しようとする場合、

請求代行者所定の請求資格取得申請書を請求代行者に

対して提出して申請するものとします。 

 4 前項の請求資格取得申請書には、請求代行者所定の書

類を添付するものとします。 

4 請求資格者から前項の規定による申請を受けた場合、

請求代行者は所定の審査を行い、請求資格の追加取得

を承認するか否かを決めるものとし、その結果を速や

かに当該申請に係る請求資格者に通知するものとしま

す。なお、第 5 条第 3 項各号に掲げる事由が存在する

場合には、請求代行者は当該申請に係る代行資格の追

加取得を承認しないことがあります。 

5 請求資格者から第 3 項の規定による申請を受けた場

合、請求代行者は所定の審査を行い、請求資格の追加

取得を承認するか否かを決めるものとし、その結果を

速やかに当該請求資格者に通知するものとします。な

お、第 5 条第 3 項各号に掲げる事由又はこれらに準じ

る事由が存在する場合、請求代行者は当該申請に係る

請求資格の追加取得を承認しないことがあります。 
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 6 請求資格者は、次の各号に掲げる場合、請求代行者が

請求資格喪失通知書を送付することにより、当該各号

に掲げる請求資格を喪失するものとします。但し、第

1 号の場合、請求代行者は、請求資格喪失通知書の送

付を省略することができます。 

 (1) 当該請求資格者が請求代行者所定の請求資格喪失

手続申請書を請求代行者に提出した場合 当該請

求資格喪失手続申請書に記載された請求資格 

 (2) 第 35 条の規定により請求代行者が当該請求資格

者の有する請求資格の全部又は一部を停止し、当

該停止が解除されることなく請求代行者が定めた

当該停止の期間が経過した場合 当該停止に係る

請求資格 

 (3) 請求代行者が、第 35条の規定により当該請求資格

者の有する請求資格の全部又は一部を停止するこ

とができる場合において、当該請求資格を喪失さ

せる旨を決定したとき 当該請求資格 

 (4) 請求代行者所定の期間にわたり当該請求資格者が

有する請求資格に係る電子記録の請求委託がない

場合 当該請求資格 

 (5) 記録機関が利用者登録及び利用者 ID を抹消した

場合 当該利用者登録及び利用者 ID に係る請求

資格 

 7 前項の規定により請求資格者が請求資格を喪失した場

合（同項第 5 号の規定による場合を除きます。）、請求

代行者は、当該請求資格者を代理して、当該請求資格

に係る利用者登録及び利用者 ID の抹消請求をするも
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のとします。請求資格者は、請求代行者が当該請求を

することについて、本規約をもってあらかじめ請求代

行者に委託し、当該請求に必要な代理権をここに授与

します。 

  

第三章 電子記録請求及び請求事務代行サービス 第三章 電子記録請求及び請求事務代行サービス 

  

第 1節 総則 第 1節 総則 

  

第 8条 （電子記録の請求） 第 8条 （電子記録の請求） 

1 利用者は、記録機関に対し、以下に掲げる電子記録の

請求ができるものとします。但し、記録機関が関連利

用規約及び業務規程において利用者が請求できる電子

記録の請求の範囲を制限した場合は、当該制限に従う

ものとします。 

1 利用者は、記録機関に対し、以下に掲げる電子記録の

請求ができるものとします。但し、記録機関が関連利

用規約及び業務規程において利用者が請求できる電子

記録の請求の範囲を制限した場合は、当該制限に従う

ものとします。 

① 発生記録 ① 発生記録 

② 譲渡記録 ② 譲渡記録 

③ 変更記録 ③ 変更記録 

④ 保証記録 ④ 保証記録 

⑤ 分割記録（対象となる電子記録債権の支払等記

録、強制執行等の電子記録、又は譲渡記録の請求

を伴うものに限ります） 

⑤ 分割記録（対象となる電子記録債権の支払等記

録、強制執行等の電子記録、又は譲渡記録の請求

を伴うものに限ります） 

⑥ 支払等記録 ⑥ 支払等記録 

 ⑦ 特定記録機関変更記録 

2 利用者は、記録機関に対して電子記録の請求を行う際

には、第 33条第 2項に定める場合を除き、記録機関所

定の方法により、①当該電子記録の請求に係る電子記

2 利用者（利用者から請求委託を受けた請求代行者を含

みます。以下本条において同様とします。）は、記録機

関に対して電子記録の請求をする場合には、記録機関



13 

録権利者及び電子記録義務者に該当する者のうち利用

者である者の利用者 ID、及び②当該請求に係る電子記

録が行われる日（以下「記録日」といいます。）として、

関連利用規約において認められる範囲内で利用者が指

定する日（当該日が営業日でない場合、記録機関は、

当該日の翌営業日が記録日として指定されたものとみ

なします。）をそれぞれ特定し、それを記録機関に提供

しなければならないものとします。 

所定の方法により、①当該電子記録の請求に係る電子

記録権利者及び電子記録義務者に該当する者のうち利

用者である者の利用者 ID、及び②当該請求に係る電子

記録が行われる日（以下「記録日」といいます。）とし

て、本規約その他関連利用規約において認められる範

囲内で利用者が指定する日（当該日が営業日でない場

合、記録機関は、当該日の翌営業日が記録日として指

定されたものとみなします。）をそれぞれ特定し、それ

を記録機関に提供しなければならないものとします。 

3 利用者は、電子記録の請求を行おうとする場合は、必

ず請求代行者に対して記録請求事務代行契約に基づき

当該請求事務の委託を行い、請求代行者を経由して電

子記録の請求を行うものとします。 

3 利用者は、記録機関に対して電子記録の請求をしよう

とする場合、必ず請求代行者に対して記録請求事務代

行契約に基づき当該請求事務を委託し、請求代行者を

経由して電子記録の請求をするものとします。 

 4 記録機関は、業務規程及び記録機関利用契約に定める

方式に基づいた利用者からの電子記録の請求のみを、

有効な電子記録の請求として受け付けるものとしま

す。 

 5 記録機関は、法、業務規程又は記録機関利用契約に定

める方式に基づかずにされた利用者からの電子記録の

請求を誤って受け付けた場合、当該請求をした者に対

して、速やかに当該請求に係る電子記録をしない旨を

通知するものとします。 

  

第 9条 （電子記録請求の拒絶） 第 9条 （電子記録請求の拒絶） 

1 記録機関は、以下に掲げる場合、当該利用者からの電

子記録の請求を拒絶し、受け付けないことができるも

のとします。 

1 記録機関は、以下に掲げる場合、当該利用者からの電

子記録の請求を拒絶し、受け付けないことができるも

のとします。 
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(1) 記録機関利用契約がその理由を問わず終了した場

合 

(1) 記録機関利用契約がその理由を問わず終了した場

合 

(2) 利用者からの電子記録の請求において、第 8 条第

2項に従い利用者から利用者 IDが提供されない場

合又は記録日の指定がない場合 

(2) 利用者からの電子記録の請求において、第 8 条第

2項に従い利用者から利用者 IDが提供されない場

合又は記録日の指定がない場合 

(3) 請求代行者を経由しないで電子記録の請求が行わ

れた場合 

(3) 請求代行者を経由しないで電子記録の請求が行わ

れた場合 

(4) 利用者につき第 5 条第 2 項第(4)号から(6)号まで

に掲げる事由が存在するとき 

(4) 利用者について第 5 条第 2 項第(4)号から(6)号ま

でに掲げる事由が存在する場合 

 (5) 前各号に掲げる場合のほか、当該電子記録の請求

が法に反する場合、業務規程若しくは記録機関利

用契約に定める方式に基づかずにされた場合又は

その他当該電子記録の請求を受け付けないことに

正当な事由がある場合 

2 記録機関は、前項に基づく利用者からの電子記録の請

求の拒絶に伴い利用者に生じる損害について、一切責

任を負わないものとします。 

2 記録機関は、前項に基づく利用者からの電子記録の請

求の拒絶に伴い利用者に生じる損害について、一切責

任を負わないものとします。 

  

第 10条 （請求事務代行サービスにおける電子記録の請

求に関する通則） 

第 10条 （請求事務代行サービスにおける電子記録の請

求に関する通則） 

1 関連請求事務代行規約の定めるところにより、請求資

格者は請求代行者に対して電子記録の請求委託を行う

ことができ、当該請求委託があったときは、請求代行

者は、請求資格者に代わり、記録機関に対して当該請

求委託に係る電子記録の請求を行うものとします。 

1 関連請求事務代行規約の定めるところにより、請求資

格者は請求代行者に対して電子記録の請求委託をする

ことができ、当該請求委託があったときは、請求代行

者は、請求資格者に代わり、記録機関に対して当該請

求委託に係る電子記録の請求をするものとします。 

2 請求資格者は、請求委託を行う場合において、請求代

行者が、当該請求委託の対象となる電子記録の相手方

2 請求資格者は、請求委託をする場合において、請求代

行者が、当該請求委託の対象となる電子記録の相手方
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からも請求委託を受けて電子記録の請求を行うことを

確認の上、これを予め承諾します。 

からも請求委託を受けて電子記録の請求をすることに

ついて、本規約をもってあらかじめ承諾します。 

  

第 11条 （請求委託の方法等） 第 11条 （請求委託の方法等） 

1 請求資格者は、関連請求事務代行規約に定める方法に

より、請求代行者に対する請求委託を行うものとしま

す。なお、請求資格者は、請求委託に不確定期限又は

条件を付すことはできないものとします。 

1 請求資格者は、関連請求事務代行規約に定める方法に

より、請求代行者に対する請求委託をするものとしま

す。なお、請求資格者は、請求委託に不確定期限又は

条件を付すことはできないものとします。 

2 請求代行者は、請求委託に係る本人確認を、以下の各

号に掲げる請求委託の方法に応じて、当該各号に掲げ

る方法で行うものとします。 

2 請求代行者は、請求委託に係る本人確認を、以下の各

号に掲げる請求委託の方法に応じて、当該各号に掲げ

る方法で行うものとします。 

(1) 書面及び FAX (1) 書面及び FAX 

当該書面又は FAX に押印された印鑑若しくは暗証

番号と請求代行者に届け出られた印鑑証明書登録

印又は使用印若しくは暗証番号とを照合する方法 

当該書面又は FAX に押印された印鑑若しくは暗証

番号と請求代行者に届け出られた印鑑証明書登録

印又は使用印若しくは暗証番号とを照合する方法 

(2) インターネット (2) インターネット 

請求委託にあたり請求資格者が入力した利用者 ID

及び暗証番号と記録機関により付与された利用者

ID 及びあらかじめ請求資格者が設定した暗証番号

とを照合する方法 

請求委託にあたり請求資格者が入力した利用者 ID

及び暗証番号と記録機関により付与された利用者

ID 及びあらかじめ請求資格者が設定した暗証番号

とを照合する方法 

3 請求資格者は、請求委託に係る電子記録の区分に応じ

て、それぞれ関連請求事務代行規約に規定する時限ま

でに請求委託を行うものとします。当該期限後に行わ

れた請求委託は、請求代行者が特に認める場合を除き、

失効するものとします。 

3 請求資格者は、請求委託に係る電子記録の区分に応じ

て、それぞれ請求代行者が定める時限までに請求委託

をするものとします。当該期限後にされた請求委託は、

請求代行者が特に認める場合を除き、失効するものと

します。 

4 請求資格者は、請求代行者に対して請求委託を行った

後請求代行者所定の時限を超過した場合には、請求代

4 請求資格者は、請求代行者が定める時限を経過した場

合、請求代行者が特に認める場合を除き、請求委託の
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行者が特に認める場合を除き、請求委託の修正又は取

消しを請求することはできません。 

修正又は撤回を請求することはできません。 

 5 請求資格者は、次に掲げる電子記録の請求委託をする

ことができないものとします。 

 (1) 債権金額の単位を日本円以外の通貨とする債権に

係る電子記録 

 (2) 1,000 円未満の金額を債権金額とする債権に係る

電子記録 

 (3) 100 億円以上の金額を債権金額とする債権に係る

電子記録 

  

第 12条 （請求代行者による変更記録の請求及び電子記

録の訂正） 

第 12条 （請求代行者による変更記録の請求及び電子記

録の訂正） 

1 請求代行者の責めに帰すべき事由により、請求資格者

による請求委託の内容と記録機関による電子記録の内

容とが一致しない場合、請求代行者は、電子記録の内

容を当該請求委託の内容と一致させる限度で、請求資

格者の名において、記録機関に対して変更記録の請求

をすることができるものとします。 

1 請求代行者の責めに帰すべき事由により、請求資格者

による請求委託の内容と記録機関による電子記録の内

容とが一致しない場合、請求代行者は、電子記録の内

容を当該請求委託の内容と一致させる限度で、請求資

格者の名において、記録機関に対して変更記録の請求

をすることができるものとします。 

2 法第 10条第 1項各号に掲げる場合には、記録機関は、

同項の定めに従い電子記録の訂正をするものとしま

す。 

2 法第 10条第 1項各号に掲げる場合には、記録機関は、

同項の定めに従い電子記録の訂正をするものとしま

す。 

3 前二項に掲げる場合以外の事由により、請求資格者に

よる請求委託の内容と記録機関による電子記録の内容

とが一致しない場合、請求資格者は、請求代行者に対

して変更記録の請求委託をすることにより、当該不一

致を是正するものとします。 

3 前二項に掲げる場合以外の事由により、請求資格者に

よる請求委託の内容と記録機関による電子記録の内容

とが一致しない場合、請求資格者は、請求代行者に対

して変更記録の請求委託をすることにより、当該不一

致を是正するものとします。 
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第 13条 （取扱対象外となる電子記録） 第 13条 （取扱対象外となる電子記録） 

請求事務代行サービスにおいては、質権設定記録及び信託

の電子記録は取り扱わないものとし、請求資格者は、請求

代行者に対して質権設定記録の請求委託及び信託の電子

記録に係る請求委託を行うことはできません。 

請求事務代行サービスにおいては、記録機関取扱対象外電

子記録（業務規程において、記録機関がしないものとして

いる電子記録をいいます。以下同様とします。）及び信託

の電子記録は取り扱わないものとし、請求資格者は、請求

代行者に対して記録機関取扱対象外電子記録及び信託の

電子記録の請求委託をすることはできません。 

  

第 14条 （代理人による請求委託） 第 14条 （代理人による請求委託） 

1 請求資格者は、請求代行者に対する請求委託を請求代

行者が予め認めた代理人（以下「請求委託事務取扱者」

といいます。）によって行うことができます。 

1 請求資格者は、請求代行者に対する請求委託を請求代

行者があらかじめ認めた代理人（以下「請求委託事務

取扱者」といいます。）によって行うことができます。 

2 前項の場合、請求資格者は、予め請求代行者に対して、

代理人の氏名又は名称、住所、代表者（代理人が法人

である場合）、代理権の範囲を記載した請求代行者所定

の書面により届け出るものとします。 

2 前項の場合、請求資格者は、あらかじめ請求代行者に

対して、代理人の氏名又は名称、住所、代表者（代理

人が法人である場合）、代理権の範囲を記載した請求代

行者所定の書面により届け出るものとします。 

3 請求資格者は、前項により通知した事項に変更が生じ

た場合には、直ちに請求代行者に対してその旨を請求

代行者所定の書面により通知するものとし、請求代行

者が必要と認めるときは改めて請求代行者所定の書面

を提出するものとします。請求代行者は、当該通知が

遅滞したことにより請求資格者に生じた損害につい

て、一切その責めを負わないものとします。 

3 請求資格者は、前項により通知した事項に変更が生じ

た場合には、直ちに請求代行者に対してその旨を請求

代行者所定の書面により通知するものとし、請求代行

者が必要と認めるときは改めて請求代行者所定の書面

を提出するものとします。請求代行者は、当該通知が

遅滞したことにより請求資格者に生じた損害につい

て、一切その責めを負わないものとします。 

  

第 2節 発生記録 第 2節 発生記録 
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第 15条 （発生記録の請求委託） 第 15条 （発生記録の請求委託） 

1 請求資格者は、関連請求事務代行規約に定めるほか、

以下の条件を全て満たす場合に、請求代行者に対して

発生記録の請求委託をすることができます。 

1 請求資格者は、関連請求事務代行規約に定めるほか、

以下の条件を全て満たす場合に、請求代行者に対して

発生記録の請求委託をすることができます。なお、請

求資格者は、それぞれ、請求代行者に対して当該発生

記録の請求委託が次に掲げる条件を全て満たすことを

表明及び保証するものとし（但し、債権者請求資格者

については第(5)号⑤、債務者請求資格者については第

(3)号をそれぞれ表明及び保証の対象から除きます。）、

当該条件が満たされていなかったことにより請求代行

者又は他の請求資格者に損害が生じた場合は、当該損

害を補償しなければなりません。 

(1) 当該請求資格者がその請求委託に係る電子記録債

権の発生記録により債権者となる者（以下「債権

者請求委託者」といいます。）である場合には、当

該請求資格者が債権者請求資格を有する者である

こと 

(1) 当該請求資格者がその請求委託に係る電子記録債

権の発生記録により債権者となる者（以下「債権

者請求委託者」といいます。）である場合には、当

該請求資格者が債権者請求資格を有する者である

こと。 

(2) 当該請求資格者がその請求委託に係る電子記録債

権の発生記録により債務者となる者（以下「債務

者請求委託者」といいます。）である場合には、当

該請求資格者が債務者請求資格を有する者である

こと 

(2) 当該請求資格者がその請求委託に係る電子記録債

権の発生記録により債務者となる者（以下「債務

者請求委託者」といいます。）である場合には、当

該請求資格者が債務者請求資格を有する者である

こと。 

 (3) 原因債権が第三者に対して譲渡、質入れその他の

担保に供されておらず、第三者のために債権譲渡

特例法に基づく債権譲渡登記又は質権設定登記が

されておらず、かつ、仮差押え、差押え、仮処分、

本案による請求等第三者からの請求の対象となっ
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ていないこと。 

 (4) 原因債権の原因、金額その他の条件について、当

該発生記録に係る当事者間で、紛争の生ずるおそ

れが発生していないこと。 

(3) 当該発生記録の請求委託の内容が以下の条件に合

致すること 

(5) 当該発生記録の請求委託の内容が以下の条件に合

致すること。 

① 当該発生記録に係る電子記録債権の支払期日が

発生日から起算して 1年以内の日であること 

① 当該発生記録に係る電子記録債権の支払期日が

発生日から起算して 1年以内の日であること。 

② 当該発生記録に係る電子記録債権の支払期日が

発生日から起算して 4 営業日後以降の日である

こと 

② 当該発生記録に係る電子記録債権の支払期日が

発生日から起算して 4 営業日後以降の日である

こと。 

③ 当該発生記録に係る電子記録債権について、口座

間送金決済に関する契約に係る支払が予定され

ていること 

③ 口座間送金決済に関する契約に係る支払をする

ものであること。 

④ 債権者請求資格者が個人である場合には、当該債

権者請求資格者が個人事業者である旨を記録す

るものであること 

④ 債権者請求資格者が個人である場合には、当該債

権者請求資格者が個人事業者である旨を記録す

るものであること。 

⑤ 別途買取会社から請求代行者に対して通知され

る当該債務者請求委託者に係る発生記録残高極

度額を超過しないこと 

⑤ 債務者となる利用者と買取会社間の協議により

別途定める発生記録残高極度額を超過しないこ

と。 

2 債権者請求委託者は、債務者請求委託者を自らの代理

人として前項の請求委託を行うものとし、請求代行者

は、その実際の委任関係を調査することなく、債務者

請求委託者を代理人とする債権者請求委託者からの請

求委託を受け付けることができます。 

2 債権者請求委託者は、債務者請求委託者を自らの代理

人として前項の請求委託をするものとし、請求代行者

は、その実際の委任関係を調査することなく、債務者

請求委託者を代理人とする債権者請求委託者からの請

求委託を受け付けることができます。 

3 請求代行者は、第 1 項の規定による請求委託があった

場合には、同項各号の条件に明らかに反していると認

3 請求代行者は、第 1 項の規定による請求委託があった

場合には、同項各号の条件に明らかに反していると認
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められる場合を除き、請求資格者の名において、記録

機関に対して、当該請求委託に係る発生記録の請求を

行うものとします。 

められる場合を除き、請求資格者の名において、記録

機関に対して、当該請求委託に係る発生記録の請求を

するものとします。なお、当該請求委託において、請

求資格者が営業日以外の日を支払期日として指定した

ときは、その翌営業日を支払期日として指定したもの

とみなされるものとします。 

  

第 16条 （発生記録の請求委託に係るデータ伝送） 第 16条 （発生記録の請求委託に係るデータ伝送） 

1 債務者請求委託者は、請求代行者が定める一定の日（以

下「確定債権確認締切日」といいます。）までに、請求

委託の対象となる発生記録に係る電子記録債権の金

額、支払期日等の明細を示したデータ（以下「発生記

録請求委託データ」といいます。）を請求代行者に送信

して、前条第 1 項の規定による発生記録の請求委託を

するものとします。 

1 債務者請求委託者は、請求代行者が定める一定の日（以

下「確定債権確認締切日」といいます。）までに、請求

委託の対象となる発生記録に係る電子記録債権の金

額、支払期日等の明細を示したデータ（以下「発生記

録請求委託データ」といいます。）を請求代行者に送信

して、前条第 1 項の規定による発生記録の請求委託を

するものとします。 

2 前項による債務者請求委託者の請求代行者に対する発

生記録請求委託データの伝送については、別途請求代

行者が定める基準によるものとします。なお、請求代

行者に伝送した発生記録請求委託データに瑕疵がある

場合は、債務者請求委託者は自己の責任において、請

求代行者所定の時限までに請求代行者所定の修正手続

を行うものとします。 

2 前項による債務者請求委託者の請求代行者に対する発

生記録請求委託データの伝送については、別途請求代

行者が定める基準によるものとします。なお、請求代

行者に伝送した発生記録請求委託データに瑕疵がある

場合は、債務者請求委託者は自己の責任において、請

求代行者所定の時限までに請求代行者所定の修正手続

を行うものとします。 

3 債務者請求委託者は、前二項の規定により発生記録請

求委託データを送付後、直ちに、請求代行者所定のデ

ータ伝送内容を、請求代行者が定める方法により請求

代行者に対して通知するものとします。 

3 債務者請求委託者は、前二項の規定により発生記録請

求委託データを送付後、直ちに、請求代行者所定のデ

ータ伝送内容を、請求代行者が定める方法により請求

代行者に対して通知するものとします。 

4 請求代行者は、第 1 項の規定に基づき債務者請求資格 4 請求代行者は、第 1 項の規定に基づき債務者請求資格



21 

者より発生記録請求委託データの送信を受けた場合、

発生記録請求を行う予定の電子記録債権の明細を、請

求代行者所定の方法により当該電子記録債権の債権者

請求委託者に通知するものとします。なお、当該債権

者請求委託者から請求代行者所定の期限までに当該電

子記録債権の明細に係る取消を求める通知が無い場合

は、当該債権者請求委託者は通知を受けた明細を確認

し、当該内容に同意したものとみなされます。 

者より発生記録請求委託データの送信を受けた場合、

発生記録請求をする予定の電子記録債権の明細を、請

求代行者所定の方法により当該電子記録債権の債権者

請求委託者に通知するものとします。なお、当該債権

者請求委託者から請求代行者所定の期限までに当該電

子記録債権の明細に係る取消を求める通知が無い場合

は、当該債権者請求委託者は通知を受けた明細を確認

し、当該内容に同意したものとみなされます。 

5 請求代行者は、債務者請求委託者から発生記録請求委

託データ及びデータ伝送内容が送付又は通知されない

場合は、委託を受けた電子記録請求を行わないものと

し、また、請求代行者は送付を受けた発生記録請求委

託データの内容に依拠できるものとします。発生記録

請求委託データ又はデータ伝送内容に金額等の誤りそ

の他の瑕疵が存在し、それによって請求代行者に何ら

かの損害が生じた場合（当該発生記録に係る電子債権

の債権者又は譲受人に損害が生じ、それに伴い請求代

行者に何らかの損害が生じた場合も含みます。）、当該

発生記録の請求委託に係る債務者請求委託者は、請求

代行者に対して、当該損害を補償しなければなりませ

ん。 

5 請求代行者は、債務者請求委託者から発生記録請求委

託データ及びデータ伝送内容が送付又は通知されない

場合は、委託を受けた電子記録請求をしないものとし、

また、請求代行者は送付を受けた発生記録請求委託デ

ータの内容に依拠できるものとします。発生記録請求

委託データ又はデータ伝送内容に金額等の誤りその他

の瑕疵が存在し、それによって請求代行者に何らかの

損害が生じた場合（当該発生記録に係る電子債権の債

権者又は譲受人に損害が生じ、それに伴い請求代行者

に何らかの損害が生じた場合も含みます。）、当該発生

記録の請求委託に係る債務者請求委託者は、請求代行

者に対して、当該損害を補償しなければなりません。 

  

第 17条 （発生記録の方式） 第 17条 （発生記録の方式） 

請求代行者は、第 15 条及び前条の規定により債務者請求

資格者及び債権者請求資格者からの発生記録の請求委託

を受けた場合、以下に掲げるいずれかの方法のうち、当該

債務者請求委託者が予め請求代行者に対して請求代行者

請求代行者は、第 15 条及び前条の規定により債務者請求

資格者及び債権者請求資格者からの発生記録の請求委託

を受けた場合、以下に掲げるいずれかの方法のうち、当該

債務者請求委託者があらかじめ請求代行者に対して請求
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所定の書面により指定した方法に基づき、発生記録の請求

を行うものとします。 

代行者所定の書面により指定した方法に基づき、発生記録

の請求をするものとします。 

(1) 抗弁権付発生方式 (1) 抗弁権付発生方式 

① 債務者請求委託者によって選択された日（資金化

可能日の前営業日又は 2 営業日前の日としま

す。）を債権発生日として、請求代行者は、債務

者請求委託者及び債権者請求委託者の名におい

て、発生記録請求委託データに基づいて発生記録

の請求を行います。この場合、発生記録には抗弁

権記録を付すものとし、債務者請求委託者及び債

権者請求委託者は当該抗弁権記録を付すことに

つき予め了承します。 

① 債務者請求委託者によって選択された日（資金化

可能日の前営業日又は 2 営業日前の日としま

す。）を債権発生日として、請求代行者は、債務

者請求委託者及び債権者請求委託者の名におい

て、発生記録請求委託データに基づいて発生記録

の請求を行います。この場合、発生記録には抗弁

権記録を付すものとし、債務者請求委託者及び債

権者請求委託者は当該抗弁権記録を付すことに

つきあらかじめ了承します。 

② 請求代行者は、債務者請求委託者から別途の書面

による指図がない限り、資金化可能日の前営業日

において、債務者請求委託者及び債権者請求委託

者の名において、抗弁権記録を削除する変更記録

請求を行うものとします。 

② 請求代行者は、債務者請求委託者から資金化可能

日の 2営業日前正午（請求代行者が特に認めた場

合、同日の請求代行者が指定する時刻）までに別

途の書面による指図がない限り、資金化可能日の

前営業日において、債務者請求委託者及び債権者

請求委託者の名において、抗弁権記録を削除する

変更記録請求をするものとします。 

(2) 資金化可能日当日発生方式 (2) 資金化可能日当日発生方式 

請求代行者は、資金化可能日を債権発生日として、

債務者請求委託者及び債権者請求委託者の名にお

いて、発生記録請求データに基づき発生記録の請

求を行うものとします。 

請求代行者は、資金化可能日を債権発生日として、

債務者請求委託者及び債権者請求委託者の名にお

いて、発生記録請求データに基づき発生記録の請

求をするものとします。 

  

第 18条 （発生記録の請求に係る請求資格者間の合意） 第 18条 （発生記録の請求に係る請求資格者間の合意） 

1 債権者請求委託者及び債務者請求委託者は、発生記録 債権者請求委託者及び債務者請求委託者は、発生記録の請
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の請求を行うことを条件として、当該発生記録に関連

する債権者請求委託者及び債務者請求委託者間におい

て、以下の事項を内容とする請求資格者間契約が成立

することにつき、予め了承します。なお、この請求資

格者間契約の内容は当該発生記録に係る電子記録債権

の内容にはならないものとし、当該請求資格者間にお

いてのみ効力を有するものとします。 

求をすることを条件として、当該発生記録に関連する債権

者請求委託者及び債務者請求委託者間において、以下の事

項を内容とする請求資格者間契約が成立することについ

て、本規約をもってあらかじめ承諾します。なお、この請

求資格者間契約の内容は当該発生記録に係る電子記録債

権の内容にはならないものとし、当該請求資格者間におい

てのみ効力を有するものとします。 

(1) 債権者請求委託者は、債務者請求委託者の同意を

得ることなく、原因債権を第三者に譲渡、質入れ

その他担保に供することができない旨 

(1) 債権者請求委託者は、債務者請求委託者の承諾を

得ることなく、原因債権を第三者に譲渡、質入れ

その他担保に供することができない旨 

(2) 当該発生記録に係る電子記録債権の金額が原因債

権の金額よりも過大であった場合には、債権者請

求委託者が、債務者請求委託者に対して、その差

額に相当する金員を支払う旨（但し、変更記録に

より当該差額が消滅した場合には、この支払義務

も消滅するものとします） 

(2) 当該発生記録に係る電子記録債権の金額が原因債

権の金額よりも過大であった場合には、債権者請

求委託者が、債務者請求委託者に対して、その差

額に相当する金員を支払う旨（但し、変更記録に

より当該差額が消滅した場合には、この支払義務

も消滅するものとします） 

(3) 債務者請求委託者は、原因債権の支払いのために

電子記録債権を発生させる旨 

(3) 債務者請求委託者は、原因債権の支払いのために

電子記録債権を発生させる旨 

(4) 債権者請求委託者は、原因債権に係る電子記録債

権が存在する限り、当該原因債権を行使すること

ができない旨 

(4) 債権者請求委託者は、原因債権に係る電子記録債

権が存在する限り、当該原因債権を行使すること

ができない旨 

 (5) その他利用者間で発生記録の請求委託に際して合

意する事項（但し、前各号に反する合意をするこ

とはできません。） 

  

第 19条 （発生記録の取消し） 第 19条 （発生記録の取消し） 

1 債権者請求資格を有する者は、その支払期日の到来ま 1 第 25条の規定にかかわらず、債権者請求資格を有する
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でに 3 営業日以上の日数がある場合で、分割記録及び

譲渡記録が行われていない自らが債権者である電子記

録債権に限り、当該電子記録債権の債務者の請求代行

者所定の様式による事前の同意がある場合には、請求

代行者に対して、自ら及び当該債務者を代理して、当

該電子記録債権の発生記録の全部を削除する旨の変更

記録の請求委託をすることができます。 

者は、自己を債権者とする電子記録債権について、そ

の支払期日の到来までに 3 営業日以上の日数があり、

分割記録及び譲渡記録が行われていない場合で、当該

電子記録債権の債務者の請求代行者所定の様式による

事前の同意があるときに限り、請求代行者に対して、

自ら及び当該債務者を代理して、当該電子記録債権の

発生記録の全部を削除する旨の変更記録の請求委託を

することができるものとします。 

2 債務者請求資格を有する者は、その支払期日の到来ま

でに 3 営業日以上の日数がある場合で、分割記録及び

譲渡記録が行われていない自らが債務者である電子記

録債権に限り、当該電子記録債権の債権者の請求代行

者所定の様式による事前の同意がある場合には、請求

代行者に対して、自ら及び当該債権者を代理して、当

該電子記録債権の発生記録の全部を削除する旨の変更

記録の請求委託をすることができます。 

2 第 25条の規定にかかわらず、債務者請求資格を有する

者は、自己を債務者とする電子記録債権について、そ

の支払期日の到来までに 3 営業日以上の日数があり、

分割記録及び譲渡記録が行われていない場合で、当該

電子記録債権の債権者の請求代行者所定の様式による

事前の同意があるときに限り、請求代行者に対して、

自ら及び当該債権者を代理して、当該電子記録債権の

発生記録の全部を削除する旨の変更記録の請求委託を

することができるものとします。 

3 前項の規定により発生記録の全部を削除する旨の変更

記録が行われた場合、債務者は、当該削除に係る電子

記録債権の原因債権につき、債権者に対して、現金支

払又は手形振出等の必要な措置をとるものとします。 

3 前項の規定により発生記録の全部を削除する旨の変更

記録が行われた場合、債務者は、当該削除に係る電子

記録債権の原因債権につき、債権者に対して、現金支

払又は手形振出等の必要な措置をとるものとします。 

  

第 3節 譲渡記録 第 3節 譲渡記録 

  

第 20条 （譲渡記録の請求委託） 第 20条 （譲渡記録の請求委託） 

1 請求資格者は、関連請求事務代行規約に定めるほか、

以下の条件を全て満たす場合に、請求代行者に対して

1 請求資格者は、関連請求事務代行規約に定めるほか、

以下の条件を全て満たす場合に、請求代行者に対して
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譲渡記録の請求委託をすることができます。 譲渡記録の請求委託をすることができます。なお、請

求資格者は、請求代行者に対して当該譲渡記録の請求

委託が次に掲げる条件を全て満たすことを表明及び保

証するものとし、当該条件が満たされていなかったこ

とにより請求代行者又は他の請求資格者に損害が生じ

た場合は、当該損害を連帯して補償しなければなりま

せん。 

(1) 当該請求資格者がその請求委託に係る電子記録債

権の譲渡記録により譲渡人となる者（以下「譲渡

人請求委託者」という。）である場合には、当該請

求資格者が債権者請求資格又は譲受人請求資格を

有する者であること 

(1) 当該請求資格者がその請求委託に係る電子記録債

権の譲渡記録により譲渡人となる者（以下「譲渡

人請求委託者」といいます。）である場合には、当

該請求資格者が債権者請求資格又は譲受人請求資

格を有する者（但し、譲受人請求資格を有する者

が当該請求資格に基づいて当該譲渡記録の請求委

託をするものであるときは、法人に限ります。）で

あること。 

(2) 当該請求資格者がその請求委託に係る電子記録債

権の譲渡記録により譲受人となる者（以下「譲受

人請求委託者」という。）である場合には、当該請

求資格を有する者が譲受人請求資格を有する者で

あること 

(2) 当該請求資格者がその請求委託に係る電子記録債

権の譲渡記録により譲受人となる者（以下「譲受

人請求委託者」といいます。）である場合には、当

該請求資格を有する者が譲受人請求資格を有する

者であること。 

(3) 当該譲受人請求委託者が利用者であること (3) 当該譲受人請求委託者が利用者であること。 

(4) 当該請求資格者が譲渡人請求委託者である場合に

は、当該譲渡記録に係る電子記録債権について既

に譲渡記録の請求委託を行っていないこと 

(4) 当該譲渡記録に係る電子記録債権について既に譲

渡記録の請求委託をし、又は第三者に譲渡し、若

しくは質入れその他の担保に供する旨を約してい

ないこと。 

(5) 当該譲渡記録に係る電子記録債権に[第 17 条第

(1)号①に規定する抗弁権記録]が記録されていな

(5) 当該譲渡記録に係る電子記録債権に第 17 条第(1)

号①に規定する抗弁権記録又は当該電子記録債権
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いこと の譲渡記録を制限する旨の定めが記録されていな

いこと。 

(6) 当該発生記録に係る電子記録債権に関して支払等

記録がなされていないこと 

(6) 当該発生記録に係る電子記録債権に関して支払等

記録がなされていないこと。 

(7) 譲受人請求委託者の決済口座において口座間送金

決済に係る支払いを受けるものであること 

(7) 譲受人請求委託者の決済口座において口座間送金

決済に係る支払いを受けるものであること。 

(8) 譲渡人が個人である場合、譲渡人が個人事業者で

ある旨を記録するものであること 

(8) 当該譲渡記録の請求委託の内容が以下の条件に合

致すること。 

譲渡人が個人である場合、譲渡人が個人事業者で

ある旨を記録するものであること。 

(9) 請求代行者が定める期限以前の日を譲渡日とする

ものであること 

(9) 請求代行者が定める期限以前の日を譲渡日とする

ものであること。 

2 譲受人請求委託者は、請求代行者が特に認める場合を

除き、譲渡人請求委託者を自らの代理人として前項の

請求委託を行うものとし、請求代行者は、その実際の

委任関係を調査することなく、譲渡人請求委託者を代

理人とする譲受人請求委託者からの請求委託を受け付

けることができます。 

2 譲受人請求委託者は、請求代行者が特に認める場合を

除き、譲渡人請求委託者を自らの代理人として前項の

請求委託をするものとし、請求代行者は、その実際の

委任関係を調査することなく、譲渡人請求委託者を代

理人とする譲受人請求委託者からの請求委託を受け付

けることができます。 

3 請求代行者は、第 1 項の規定による請求委託があった

場合には、同項各号の条件に明らかに反していると認

められる場合を除き、譲受人請求委託者に対して請求

予定の譲渡記録の内容を請求代行者所定の方法により

通知したうえで、請求資格者の名において、記録機関

に対して、当該請求委託に係る譲渡記録の請求を行う

ものとします。なお、当該譲受人請求委託者から請求

代行者所定の期限までに当該請求予定の譲渡記録の内

容に係る修正を求める通知がない場合は、当該譲受人

3 請求代行者は、第 1 項の規定による請求委託があった

場合には、同項各号の条件に明らかに反していると認

められる場合を除き、譲受人請求委託者に対して請求

予定の譲渡記録の内容を請求代行者所定の方法により

通知したうえで、請求資格者の名において、記録機関

に対して、当該請求委託に係る譲渡記録の請求をする

ものとします。なお、当該譲受人請求委託者から請求

代行者所定の期限までに当該請求予定の譲渡記録の内

容に係る修正を求める通知がない場合は、当該譲受人
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請求委託者は通知を受けた譲渡記録の内容を確認し、

当該内容に同意したものとみなされます。 

請求委託者は通知を受けた譲渡記録の内容を確認し、

当該内容に同意したものとみなされます。 

  

第 4節 支払等記録 第 4節 支払等記録 

  

第 21条 （支払等記録の請求委託） 第 21条 （支払等記録の請求委託） 

1 債権者請求資格者、譲受人請求資格者及び債務者請求

資格者は、弁済その他の事由により電子記録債権に係

る債務の全部又は一部が消滅した場合には、請求代行

者に対して支払等記録の請求委託をすることができま

す。 

1 債権者請求資格者及び譲受人請求資格者は、弁済その

他の事由により電子記録債権に係る債務の全部又は一

部が消滅した場合には、請求代行者に対して支払等記

録の請求委託をすることができます。 

 2 債務者請求資格者は、弁済その他の事由により電子記

録債権の全部又は一部が消滅した場合、利害関係人（法

第 25 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げる者をいいま

す。）全員の承諾を得て、請求代行者に対して支払等記

録の請求委託をすることができます。 

2 請求代行者は、前項の規定による請求委託があった場

合には、請求資格者の名において、記録機関に対して、

当該請求委託に係る支払等記録の請求を行うものとし

ます。 

3 請求代行者は、前二項の規定による請求委託があった

場合、請求資格者の名において、記録機関に対して、

当該請求委託に係る支払等記録の請求をするものとし

ます。 

  

第 22条 （口座間送金決済に係る特例） 第 22条 （口座間送金決済に係る特例） 

債権者請求資格者及び譲受人請求資格者は、送金金額から

決済銀行所定の送金手数料相当額が差し引かれる場合が

あること（その場合でも、全額の支払いがあったものとみ

なされること）につき記録請求事務代行契約の締結をもっ

てあらかじめ了承します。 

1 債権者請求資格者及び譲受人請求資格者は、次に掲げ

る弁済を受けた場合に、当該弁済に係る送金金額から

決済銀行所定の送金手数料相当額が差し引かれる場合

があること（その場合でも、送金金額の全額について

当該弁済があったものとみなされること）について、
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本規約をもってあらかじめ了承します。 

 (1) 口座間送金決済による弁済 

 (2) 第 23条の払込みによる弁済 

 2 債権者は、請求代行者に対して、前項各号の弁済に際

し、債務者の決済口座から電子記録債権の弁済金（以

下「弁済金」といいます。）が引き落とされたにもかか

わらず、債権者の決済口座への払込みが行われない場

合（債権者の決済口座の不存在、利用停止その他理由

を問いません。）において、債権者を代理して弁済金を

受領するよう、本規約をもってあらかじめ委託し、請

求代行者はこれを受託します。請求代行者は、債権者

を代理して債務者から弁済金を受領した場合、債権者

の請求に応じ、当該弁済金を遅滞なく債権者に引き渡

します。なお、債権者は、弁済金から、以下の手数料

相当額が差し引かれることについて、本規約をもって

あらかじめ承諾します。 

 ① 口座間送金決済に関する決済銀行所定の送金手

数料相当額（発生した場合） 

 ② 決済銀行所定の組戻手数料相当額（発生した場

合） 

 ③ 債務者から請求代行者への送金手数料相当額 

 ④ 請求代行者から債権者への送金手数料相当額 

 3 前項の電子記録債権は、債務者が弁済金を請求代行者

に対して支払ったときに、弁済金に相当する金額を限

度として弁済により消滅するものとします。この場合

において、債権者は、請求代行者が当該電子記録債権

の弁済による消滅について記録機関に対する支払等記
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録の請求をすることについて、本規約をもってあらか

じめ請求委託します。 

  

第 23条 （口座間送金決済が行われなかった場合の特則） 第 23条 （口座間送金決済が行われなかった場合の特則） 

1 債権者口座に係る変更記録が行われる以前に、決済銀

行が、債権者請求資格者又は譲受人請求資格者からの

債権者口座に関する変更届出に係る変更後の債権者の

口座に対して払込みの取扱いを電子記録債権の支払い

期日の 2 営業日後の日までに行った場合で、かつ、か

かる払込みの取扱いを行った日の 2 営業日後の日まで

に請求代行者が決済銀行から払込みの取扱いがなされ

なかった旨の通知を受けなかった場合には、当該債権

者請求資格者又は譲受人請求資格者は、請求代行者に

対して当該電子記録債権に係る支払等記録の請求をす

る旨の請求委託をしたものとみなされます。 

1 債権者口座に係る変更記録が行われる以前に、決済銀

行が、債権者請求資格者又は譲受人請求資格者からの

債権者口座に関する変更届出に係る変更後の債権者の

口座に対して払込みの取扱いを電子記録債権の支払い

期日の 2 営業日後の日までに行った場合で、かつ、か

かる払込みの取扱いを行った日の 2 営業日後の日まで

に請求代行者が決済銀行から払込みの取扱いがなされ

なかった旨の通知を受けなかった場合には、当該債権

者請求資格者又は譲受人請求資格者は、請求代行者に

対して当該電子記録債権に係る支払等記録の請求をす

る旨の請求委託をしたものとみなされます。 

2 前項の場合において、債権者請求資格者及び譲受人請

求資格者は、送金金額から決済銀行所定の送金手数料

相当額が差し引かれる場合があること（その場合でも、

送金金額全額の支払いがあったものとみなされるこ

と）につき、記録請求事務代行契約の締結をもってあ

らかじめ了承します。 

2 前項の場合において、債権者請求資格者及び譲受人請

求資格者は、送金金額から決済銀行所定の送金手数料

相当額が差し引かれる場合があること（その場合でも、

送金金額全額の支払いがあったものとみなされるこ

と）につき、記録請求事務代行契約の締結をもってあ

らかじめ了承します。 

  

第 24条 （相殺と支払等記録） 第 24条 （相殺と支払等記録） 

債権者請求資格者は、電子記録債権を対象とする相殺の意

思表示を行い、又は相殺の意思表示を受けた場合には、直

ちに、請求代行者に対して当該相殺により消滅した金額に

ついて支払等記録の請求委託を行うものとします。但し、

債権者請求資格者は、電子記録債権を対象とする相殺の意

思表示を行い、又は相殺の意思表示を受けた場合には、直

ちに、請求代行者に対して当該相殺により消滅した金額に

ついて支払等記録の請求委託をするものとします。但し、
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債権者請求資格者が当該相殺の効果を争う場合（反対債権

の存在又は金額を争う場合を含みます）には、この限りで

はありません。 

債権者請求資格者が当該相殺の効果を争う場合（反対債権

の存在又は金額を争う場合を含みます）には、この限りで

はありません。 

  

第 5節 変更記録 第 5節 変更記録 

  

第 25条 （変更記録の請求委託） 第 25条 （変更記録の請求委託） 

1 請求資格者は、電子記録債権の内容を変更しようとす

る場合には、請求代行者に対して変更記録の請求委託

をすることができます。但し、当該電子記録債権につ

いて譲渡記録、分割記録その他の電子記録（但し、発

生記録及び変更記録を除く。）が行われた後は、第 3条

第 1 項各号に定める事項の変更記録の請求委託をする

場合又は請求代行者が特に認める場合を除き、変更記

録の請求委託をすることはできないものとします。 

1 請求資格者は、電子記録債権の内容を変更しようとす

る場合には、請求代行者に対して変更記録の請求委託

をすることができます。但し、当該電子記録債権につ

いて譲渡記録、分割記録その他の電子記録（但し、発

生記録及び変更記録を除く。）が行われた後は、第 3条

第 1 項各号に定める事項の変更記録の請求委託をする

場合又は請求代行者が特に認める場合を除き、変更記

録の請求委託をすることはできないものとします。 

2 債務者請求資格者は、以下の条件を全て満たす場合に、

自ら及び債権者請求資格者を代理して、変更記録の請

求委託をすることができます。債権者請求資格者は、

債務者請求資格者が債権者請求資格者を代理して当該

変更記録の請求委託を行うことにつき記録請求事務代

行契約の締結をもってあらかじめ了承します。 

2 債務者請求資格者は、以下の条件を全て満たす場合に、

自ら及び債権者請求資格者を代理して、変更記録の請

求委託をすることができます。この場合において、当

該変更記録の請求にあたり当該債務者請求資格者及び

当該債権者請求資格者以外の利害関係人（当該変更記

録について電子記録上の利害関係を有する者をいいま

す。）が存在するときは、①当該利害関係人から、別途

記録機関に対して、当該変更記録の請求がされるか、

又は、②当該利害関係人から、請求代行者に対して、

当該変更記録の請求委託がされることを要するものと

します。なお、債権者請求資格者は、債務者請求資格

者が債権者請求資格者を代理して当該変更記録の請求
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委託をすることについて、本規約をもってあらかじめ

了承します。 

(1) 債務者請求資格者から請求代行者に対して、①変

更記録を要する理由及び②債務者請求資格者から

債権者請求資格者に当該変更につき事前に通知

し、異議がない旨の回答が得られている旨が記載

された書面が提出されていること 

(1) 債務者請求資格者から請求代行者に対して、①変

更記録を要する理由及び②債務者請求資格者から

債権者請求資格者に当該変更につき事前に通知

し、異議がない旨の回答が得られている旨が記載

された書面が提出されていること。 

(2) 当該変更記録に係る電子記録債権について、譲渡

記録、分割記録その他の電子記録（但し、発生記

録及び変更記録を除く。）が行われていないこと 

(2) 当該変更記録に係る電子記録債権について、譲渡

記録、分割記録その他の電子記録（但し、発生記

録及び変更記録を除く。）が行われていないこと。 

(3) 当該変更記録の結果、当該変更記録に係る電子記

録債権が第 15 条第 1 項第(3)号に規定に反する債

権とならないこと 

(3) 当該変更記録の結果、当該変更記録に係る電子記

録債権が第 15 条第 1 項第(3)号に規定に反する債

権とならないこと。 

3 請求代行者は、第 1 項及び第 2 項の規定による請求委

託があった場合には、請求資格者の名において、記録

機関に対して、当該請求委託に係る変更記録の請求を

行うものとします。 

3 請求代行者は、第 1 項及び第 2 項の規定による請求委

託があった場合には、請求資格者の名において、記録

機関に対して、当該請求委託に係る変更記録の請求を

するものとします。 

  

第 6節 保証記録 第 6節 保証記録 

  

第 26条 （保証記録の請求委託） 第 26条 （保証記録の請求委託） 

1 請求資格者は、本規約に別段の定めがある場合及び請

求代行者が別に定める場合を除き、保証記録の請求委

託をすることができません。 

1 請求資格者は、本規約に別段の定めがある場合及び請

求代行者が別に定める場合を除き、保証記録の請求委

託をすることができません。 

2 請求代行者は、電子記録保証の請求委託を受け付ける

場合は、請求資格者の名において、記録機関に対して、

当該請求委託に係る保証記録の請求を行うものとしま

2 請求代行者は、電子記録保証の請求委託を受け付ける

場合は、請求資格者の名において、記録機関に対して、

当該請求委託に係る保証記録の請求をするものとしま
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す。 す。 

  

第 27条 （譲渡記録と同時に行う場合の特例） 第 27条 （譲渡記録と同時に請求委託をする場合の特例） 

1 譲渡人請求委託者は、電子記録債権を譲渡する場合、

当該譲渡記録の請求委託と同時に、当該電子記録債権

を被担保債権とする保証記録の請求委託を行うものと

します。この場合において、譲渡人請求委託者は、請

求代行者に対して、その保証記録を譲渡記録と連件で

行うよう、請求するものとします。但し、譲渡記録に

係る譲受人が買取会社である場合には、譲渡記録に係

る譲渡人は、かかる保証記録の請求委託を行わないも

のとします。 

1 譲渡人請求委託者は、電子記録債権を譲渡する場合、

当該譲渡記録の請求委託と同時に、当該電子記録債権

を被担保債権とする保証記録の請求委託をするものと

します。この場合において、譲渡人請求委託者は、請

求代行者に対して、その保証記録を譲渡記録と連件で

行うよう、請求するものとします。但し、譲渡記録に

係る譲受人が買取会社である場合には、譲渡記録に係

る譲渡人は、かかる保証記録の請求委託をしないもの

とします。 

2 前項の規定に拘らず、譲渡人請求委託者が電子記録保

証を付すことを希望しない場合、請求代行者の承諾を

得た上、請求代行者所定の書面によって、譲渡記録の

請求委託を申し込むものとします。 

2 前項の規定に拘らず、譲渡人請求委託者が電子記録保

証を付すことを希望しない場合、請求代行者の承諾を

得た上、請求代行者所定の書面によって、譲渡記録の

請求委託を申し込むものとします。 

3 譲渡記録の請求委託に際し、保証記録の請求委託が申

し込まれた場合、請求代行者は、当該請求に係る譲渡

記録の請求と保証記録の請求を連件で処理するものと

します。 

3 譲渡記録の請求委託に際し、保証記録の請求委託が申

し込まれた場合、請求代行者は、当該請求に係る譲渡

記録の請求と保証記録の請求を連件で処理するものと

します。 

  

第 7節 分割記録 第 7節 分割記録 

  

第 28条 （分割記録の請求委託） 第 28条 （分割記録の請求委託） 

1 債権者請求資格者及び譲受人請求資格者は、電子記録

債権を分割しようとする場合には、（その請求資格の種

類に応じて）請求代行者に対して分割記録の請求委託

1 債権者請求資格者及び譲受人請求資格者は、電子記録

債権を分割しようとする場合には、（その請求資格の種

類に応じて）請求代行者に対して分割記録の請求委託



33 

をすることができます。但し、譲渡記録の請求委託又

は支払等記録の請求委託を伴わない電子記録債権の分

割記録請求委託はできないものとします。 

をすることができます。但し、譲渡記録の請求委託又

は支払等記録の請求委託を伴わない電子記録債権の分

割記録請求委託はできないものとします。 

2 請求代行者は、前項の規定による請求委託があった場

合には、債権者請求資格者又は譲受人請求資格者の名

において、記録機関に対して、当該請求委託に係る分

割記録の請求を行うものとします。 

2 請求代行者は、前項の規定による請求委託があった場

合には、債権者請求資格者又は譲受人請求資格者の名

において、記録機関に対して、当該請求委託に係る分

割記録の請求をするものとします。 

3 電子記録債権の一部に関する強制執行、滞納処分その

他の処分の制限（以下「強制執行等」といいます。）が

された場合又は電子記録債権の一部についてのみ支払

等記録がなされた場合には、当該電子記録債権の債権

者である債権者請求資格者又は譲受人請求資格者は、

請求代行者に対して当該電子記録債権のうち当該強制

執行等がされていない部分又は当該支払等記録がなさ

れなかった部分の分割をする旨の請求委託をしたもの

とみなされます。 

3 電子記録債権の一部に関する強制執行、滞納処分その

他の処分の制限（以下「強制執行等」といいます。）が

された場合又は電子記録債権の一部についてのみ支払

等記録がなされた場合には、当該電子記録債権の債権

者である債権者請求資格者又は譲受人請求資格者は、

請求代行者に対して当該電子記録債権のうち当該強制

執行等がされていない部分又は当該支払等記録がなさ

れなかった部分の分割をする旨の請求委託をしたもの

とみなされます。 

  

 第 8節 特定記録機関変更記録 

  

 第 28条の 2（特定記録機関変更記録の請求委託） 

 1 債権者請求資格者は、自己を債権者とする電子記録債

権について、でんさいネットを変更後電子債権記録機

関とする電子債権記録機関の変更をしようとする場合

には、当該電子記録債権の債務者の承諾を得て、請求

代行者に対して特定記録機関変更記録の請求委託をす

ることができます。 

 2 債権者請求資格者は、次に掲げる事項を記載した請求
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代行者所定の書面を請求代行者に提出する方法によ

り、前項の規定による特定記録機関変更記録の請求委

託をするものとします。 

 (1) でんさいネットが当該特定記録機関変更記録に係

る電子記録債権の債権者及び債務者について採番

した利用者番号 

 (2) 当該特定記録機関変更記録に係る電子記録債権の

債権者及び債務者の氏名又は名称 

 (3) 当該特定記録機関変更記録に係る電子記録債権の

債権者及び債務者の商業登記簿若しくは法人登記

簿に登記された住所又は住民票等に記載された住

所 

 (4) 変更後債権記録において債権者口座及び債務者口

座として記録すべき預金又は貯金の口座の情報 

 (5) 希望する特定記録機関変更記録日 

  

第四章 みずほ電子債権決済サービス関連契約の期間及

び終了 

第四章 みずほ電子債権決済サービス関連契約の期間及

び終了 

  

第 29条 （みずほ電子債権決済サービス関連契約の期間） 第 29条 （みずほ電子債権決済サービス関連契約の期間） 

みずほ電子債権決済サービス関連契約の契約期間は、それ

ぞれ、各契約が成立した日の直後に到来する 1月末日まで

とします。但し、契約期間の満了日の 3か月前までに当該

契約の当事者のいずれからも更新しない旨の意思表示の

ない限り、当該契約期間は自動的に 1年間更新されるもの

とし、以後も同様とします。 

みずほ電子債権決済サービス関連契約の契約期間は、それ

ぞれ、各契約が成立した日の直後に到来する 1月末日まで

とします。但し、契約期間の満了日の 3か月前までに当該

契約の当事者のいずれからも更新しない旨の意思表示の

ない限り、当該契約期間は自動的に 1年間更新されるもの

とし、以後も同様とします。 
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第 30条 （みずほ電子債権決済サービス関連契約の任意

解約） 

第 30条 （みずほ電子債権決済サービス関連契約の任意

解約） 

1 利用者は、解約希望日の 3 か月前までに指定記録業務

受託者に交付する方法により記録機関又は請求代行者

所定の解約申込書を提出して申入れをすることによ

り、利用者が電子記録債権の債権者又は債務者でない

場合に限り、任意に記録機関利用契約又は記録請求事

務代行契約の全部を解約することができます。なお、

記録機関又は請求代行者は、利用者によって指定され

た解約希望日以前の日を記録機関利用契約又は記録請

求事務代行契約の解約日として指定することができる

ものとし、利用者による解約申込みを受けて記録機関

又は請求代行者がかかる解約日の指定を行った場合、

当該指定された日をもって、記録機関利用契約又は記

録請求事務代行契約は解約されるものとします。 

1 利用者は、解約希望日の 3 か月前までに指定記録業務

受託者に交付する方法により記録機関又は請求代行者

所定の解約申込書を提出して申入れをすることによ

り、利用者が電子記録債権の債権者又は債務者でない

場合に限り、任意に記録機関利用契約又は記録請求事

務代行契約の全部を解約することができます。なお、

記録機関又は請求代行者は、利用者によって指定され

た解約希望日以前の日を記録機関利用契約又は記録請

求事務代行契約の解約日として指定することができる

ものとし、利用者による解約申込みを受けて記録機関

又は請求代行者がかかる解約日の指定を行った場合、

当該指定された日をもって、記録機関利用契約又は記

録請求事務代行契約は解約されるものとします。 

2 記録機関及び請求代行者は、解約希望日の 3 か月前ま

でに利用者に対して書面で通知することにより、任意

に記録機関利用契約又は記録請求事務代行契約の全部

を解約することができます。 

2 記録機関及び請求代行者は、解約希望日の 3 か月前ま

でに利用者に対して書面で通知することにより、任意

に記録機関利用契約又は記録請求事務代行契約の全部

を解約することができます。 

3 売主は、解約希望日の 3 ヵ月前までに買取会社に対し

て買取会社所定の解約申込書を提出して申入れをする

ことにより、任意にみずほ電子債権決済サービス債権

売買基本契約の全部を解約することができます。なお、

買取会社は、売主によって指定された解約希望日以前

の日をみずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約

の解約日として指定することができるものとし、売主

による解約申込みを受けて買取会社がかかる解約日の

3 売主は、解約希望日の 3 ヵ月前までに買取会社に対し

て買取会社所定の解約申込書を提出して申入れをする

ことにより、任意にみずほ電子債権決済サービス債権

売買基本契約の全部を解約することができます。なお、

買取会社は、売主によって指定された解約希望日以前

の日をみずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約

の解約日として指定することができるものとし、売主

による解約申込みを受けて買取会社がかかる解約日の
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指定を行った場合、当該指定された日をもって、みず

ほ電子債権決済サービス債権売買基本契約は解約され

るものとします。 

指定を行った場合、当該指定された日をもって、みず

ほ電子債権決済サービス債権売買基本契約は解約され

るものとします。 

4 買取会社は、解約希望日の 3 か月前までに売主に対し

て書面で通知することにより、任意にみずほ電子債権

決済サービス債権売買基本契約の全部を解約すること

ができます。 

4 買取会社は、解約希望日の 3 か月前までに売主に対し

て書面で通知することにより、任意にみずほ電子債権

決済サービス債権売買基本契約の全部を解約すること

ができます。 

5 前四項の規定により、記録機関利用契約、記録請求事

務代行契約又はみずほ電子債権決済サービス債権売買

基本契約が解約された場合、当該解約された記録機関

利用契約、記録請求事務代行契約又はみずほ電子債権

決済サービス債権売買基本契約の効力は将来に向かっ

て消滅するものとし、既に発生した電子記録債権、当

該電子記録債権に係る利用者間契約及び個別の電子債

権売買契約には影響を及ぼさないものとします。但し、

関連総合規約に特に定めがある場合には、当該定めは、

記録機関利用契約、記録請求事務代行契約又はみずほ

電子債権決済サービス債権売買基本契約の解約後も当

事者間で効力が維持されるものとします。 

5 前四項の規定により、記録機関利用契約、記録請求事

務代行契約又はみずほ電子債権決済サービス債権売買

基本契約が解約された場合、当該解約された記録機関

利用契約、記録請求事務代行契約又はみずほ電子債権

決済サービス債権売買基本契約の効力は将来に向かっ

て消滅するものとし、既に発生した電子記録債権、当

該電子記録債権に係る利用者間契約及び個別の電子債

権売買契約には影響を及ぼさないものとします。但し、

本規約その他関連総合規約に特に定めがある場合に

は、当該定めは、記録機関利用契約、記録請求事務代

行契約又はみずほ電子債権決済サービス債権売買基本

契約の解約後も当事者間で効力が維持されるものとし

ます。 

  

第 31条 （みずほ電子債権決済サービス関連契約の強制

解約） 

第 31条 （みずほ電子債権決済サービス関連契約の強制

解約） 

1 記録機関は、利用者が次の各号のいずれかに該当した

場合には、当該利用者に事情説明を求めたうえ、当該

利用者との間の記録機関利用契約を解約することがで

きるものとします。 

1 記録機関は、利用者が次の各号のいずれかに該当した

場合には、当該利用者に事情説明を求めたうえ、当該

利用者との間の記録機関利用契約を解約することがで

きるものとします。 
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(1) 法令、法令に基づく行政官庁の処分、業務規程又

は業務規程第 32 条の規定により記録機関が定め

るところに違反した場合。 

(1) 法令、法令に基づく行政官庁の処分、業務規程又

は業務規程第 32 条の規定により記録機関が定め

るところに違反した場合 

(2) 前号に掲げる場合のほか、記録機関の電子債権記

録業の適正かつ円滑な運営を確保するため必要で

あると記録機関が認めた場合。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、記録機関の電子債権記

録業の適正かつ円滑な運営を確保するため必要で

あると記録機関が認めた場合 

2 記録機関は、利用者について以下に掲げる事由（以下

「強制解約事由」と総称します。）が一つでも存在する

場合には、事前に利用者に通知をすることなく、記録

機関利用契約を解約することができるものとします。 

2 記録機関は、利用者について以下に掲げる事由（以下

「強制解約事由」と総称します。）が一つでも存在する

場合には、事前に利用者に通知をすることなく、記録

機関利用契約を解約することができるものとします。 

(1) 利用者が住所変更の届出を怠るなどの事由によっ

て、所在が不明となった場合 

(1) 利用者が住所変更の届出を怠るなどの事由によっ

て、所在が不明となった場合 

(2) 記録機関利用契約の各条項の一に違反した場合 (2) 記録機関利用契約の各条項の一に違反した場合 

(3) 利用者が、第 5条第 2項第(5)号に掲げる者のいず

れかに該当することが判明した場合 

(3) 利用者が、第 5条第 2項第(5)号に掲げる者のいず

れかに該当することが判明した場合 

(4) 利用者が、自ら又は第三者を利用して次に該当す

る行為を行った場合 

(4) 利用者が、自ら又は第三者を利用して次に該当す

る行為を行った場合 

① 暴力的な要求行為 ① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用

いる行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用

いる行為 

④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて

記録機関の信用を毀損し、又は記録機関の業務を

妨害する行為 

④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて

記録機関の信用を毀損し、又は記録機関の業務を

妨害する行為 

⑤ その他①から④までに準ずる行為 ⑤ その他①から④までに準ずる行為 

(5) 当該利用者の全ての利用者登録が抹消された場合 (5) 当該利用者の全ての利用者登録が抹消された場合 

(6) 記録機関利用契約の締結にあたり、利用者が記録 (6) 記録機関利用契約の締結にあたり、利用者が記録
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機関に対して表明及び保証した事項又は記録機関

に提供したその他の情報に誤りがあることが判明

した場合 

機関に対して表明及び保証した事項又は記録機関

に提供したその他の情報に誤りがあることが判明

した場合 

(7) 最後に記録機関に電子記録の請求をしてから記録

機関所定の期間にわたり電子記録の請求がない場

合 

(7) 最後に記録機関に電子記録の請求をしてから記録

機関所定の期間にわたり電子記録の請求がない場

合 

(8) 記録請求事務代行契約が解約、取消しその他の事

由により効力を失った場合 

(8) 記録請求事務代行契約が解約、取消しその他の事

由により効力を失った場合 

(9) 個人である利用者が死亡した場合又は後見開始、

保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合 

(9) 個人である利用者が死亡した場合又は後見開始、

保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合 

(10) 個人である利用者がその事業を廃止した場合 (10) 個人である利用者がその事業を廃止した場合 

(11) 前各号に掲げるほか、記録機関が円滑な取引が困

難と判断される事由が発生したと判断した場合 

(11) 前各号に掲げるほか、記録機関が円滑な取引が困

難と判断される事由が発生したと判断した場合 

3 請求代行者は、請求資格者について以下に掲げる事由

（以下「信用事由」と総称します。）が一つでも存在す

る場合には、事前に請求資格者に通知をすることなく、

記録請求事務代行契約を解約することができるものと

します。 

3 請求代行者は、請求資格者について以下に掲げる事由

（以下「信用事由」と総称します。）が一つでも存在す

る場合には、事前に請求資格者に通知をすることなく、

記録請求事務代行契約を解約することができるものと

します。 

(1) 強制解約事由が発生した場合 (1) 強制解約事由が発生した場合 

(2) 支払の停止、又は破産手続開始、会社更生手続開

始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始（こ

れらに類する日本及び外国における倒産手続及び

私的整理手続の開始を含みます）の申立があった

場合 

(2) 支払の停止、又は破産手続開始、会社更生手続開

始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始（こ

れらに類する日本及び外国における倒産手続及び

私的整理手続の開始を含みます）の申立があった

場合 

(3) 手形交換所又は株式会社全銀電子債権ネットワー

クによる取引停止処分を受けた場合 

(3) 手形交換所又は株式会社全銀電子債権ネットワー

クによる取引停止処分を受けた場合 
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(4) 当該者に銀行取引がある場合には、銀行取引約定

書にかかる期限の利益喪失事由が発生した場合。 

(4) 当該者に銀行取引がある場合には、銀行取引約定

書にかかる期限の利益喪失事由が発生した場合 

(5) 記録請求事務代行契約の各条項の一に違反した場

合 

(5) 記録請求事務代行契約の各条項の一に違反した場

合 

(6) 記録機関利用契約が解約、取消し、期間満了その

他の事由により効力を失った場合 

(6) 記録機関利用契約が解約、取消し、期間満了その

他の事由により効力を失った場合 

(7) 法人である請求資格者が解散の決議を行ない、又

は清算の手続が開始された場合又はその営業若し

くは財産の全部又は重要な一部の譲渡、又はその

営業若しくは財産の全部若しくは重要な一部を対

象として会社分割を決議した場合 

(7) 法人である請求資格者が解散の決議を行ない、又

は清算の手続が開始された場合又はその営業若し

くは財産の全部又は重要な一部の譲渡、又はその

営業若しくは財産の全部若しくは重要な一部を対

象として会社分割を決議した場合 

(8) 前各号に掲げるほか、請求代行者が円滑な取引が

困難と判断される事由が発生したと判断した場合 

(8) 前各号に掲げるほか、請求代行者が円滑な取引が

困難と判断される事由が発生したと判断した場合 

4 買取会社は、売主について以下に掲げる事由が一つで

も存在する場合には、事前に売主に通知をすることな

く、みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約、

及び個別の電子債権売買契約の全部又は一部を解除す

ることができるものとします。但し、買取電子記録債

権の元本金額の全額の弁済金の回収が完了した個別の

電子債権売買契約については、解除できないものとし

ます。 

4 買取会社は、売主について以下に掲げる事由が一つで

も存在する場合には、事前に売主に通知をすることな

く、みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約及

び個別の電子債権売買契約の全部又は一部を解除する

ことができるものとします。但し、買取電子記録債権

の元本金額の全額の弁済金の回収が完了した個別の電

子債権売買契約については、解除できないものとしま

す。 

(1) 前項に定義される信用事由が発生した場合 (1) 前項に定義される信用事由が発生した場合 

(2) みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約に

基づく債務の全部又は一部の履行を怠り、又はみ

ずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約の条

項のいずれかに違反し、買取会社から履行を求め

る旨の通知を受領した日から 1 営業日以内に当該

(2) みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約に

基づく債務の全部又は一部の履行を怠り、又はみ

ずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約の条

項のいずれかに違反し、買取会社から履行を求め

る旨の通知を受領した日から 1 営業日以内に当該
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不履行又は違反が治癒されない場合。 不履行又は違反が治癒されない場合 

(3) その他、みずほ電子債権決済サービス債権売買基

本契約又は個別の電子債権売買契約を継続しがた

い事由が発生したと買取会社が判断した場合。 

(3) その他、みずほ電子債権決済サービス債権売買基

本契約又は個別の電子債権売買契約を継続しがた

い事由が発生したと買取会社が判断した場合 

5 前条第 5 項の規定は、前各項の規定により記録機関利

用契約、記録請求事務代行契約、みずほ電子債権決済

サービス債権売買基本契約又は個別の電子債権売買契

約が解約された場合に準用するものとします。 

5 前条第 5 項の規定は、前各項の規定により記録機関利

用契約、記録請求事務代行契約、みずほ電子債権決済

サービス債権売買基本契約又は個別の電子債権売買契

約が解約された場合に準用するものとします。 

6 記録機関、請求代行者及び買取会社は、記録機関利用

契約、記録請求事務代行契約、みずほ電子債権決済サ

ービス債権売買基本契約又は個別の電子債権売買契約

の解約に伴い契約相手方に生じる損害について、一切

責任を負わないものとします。 

6 記録機関、請求代行者及び買取会社は、記録機関利用

契約、記録請求事務代行契約、みずほ電子債権決済サ

ービス債権売買基本契約又は個別の電子債権売買契約

の解約に伴い契約相手方に生じる損害について、一切

責任を負わないものとします。 

7 みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約又は個

別の電子債権売買契約の解除により買取会社が損害を

被った場合、売主はその損害を賠償する責を負うもの

とします。 

7 みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約又は個

別の電子債権売買契約の解除により買取会社が損害を

被った場合、売主はその損害を賠償する責を負うもの

とします。 

  

第 32条 （記録機関利用契約及び請求事務代行契約解約

時の特則） 

第 32条 （記録機関利用契約及び請求事務代行契約解約

時の特則） 

1 前条の規定により記録機関利用契約が解約された場合

において、その解約の効力が生じた時点で利用者が債

権者又は債務者である場合には、当該利用者は、記録

機関が業務規程において認める範囲内において、電子

記録の請求をすることができるものとします。 

1 前条の規定により記録機関利用契約が解約された場合

において、その解約の効力が生じた時点で利用者が債

権者又は債務者である場合には、当該利用者は、記録

機関が業務規程において認める範囲内において、電子

記録の請求をすることができるものとします。この場

合、第 8 条その他電子記録の請求（当該請求に係る請

求委託を含みます。）に関する本規約その他の関連総合
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規約の各条項は、利用者が本項の規定により電子記録

の請求をする限度で、なお効力を有するものとします。 

2 前条の規定により記録請求事務代行契約が解約された

場合において、その解約の効力が生じた時点で請求資

格者が債権者又は債務者である場合には、当該請求資

格者は、以下の各号に定める電子記録の請求委託をす

ることができるものとします。 

2 前条の規定により記録請求事務代行契約が解約された

場合において、その解約の効力が生じた時点で請求資

格者が債権者又は債務者である場合には、当該請求資

格者は、以下の各号に定める電子記録の請求委託をす

ることができるものとします。 

(1) 支払等記録 (1) 支払等記録 

(2) 変更記録（ただし、当該委託請求に係る電子記録

債権の記録事項の全部を記録しないこととする場

合に限る。） 

(2) 変更記録（ただし、当該委託請求に係る電子記録

債権の記録事項の全部を記録しないこととする場

合に限る。） 

(3) 譲渡記録（ただし、当該電子記録請求に係る電子

記録債権の債権者である請求資格者につき第 31

条第 3 項第(2)号又は第(3)号に掲げる事由が生じ

たことを理由に、請求代行者が、当該請求資格者

との間の記録請求事務代行契約を解約した場合に

限る。） 

(3) 譲渡記録（ただし、当該電子記録請求に係る電子

記録債権の債権者である請求資格者につき第 31

条第 3 項第(2)号又は第(3)号に掲げる事由が生じ

たことを理由に、請求代行者が、当該請求資格者

との間の記録請求事務代行契約を解約した場合に

限る。） 

(4) その他請求代行者が適当と認めるもの (4) その他請求代行者が適当と認めるもの 

 3 前二条の規定により記録機関利用契約が解約された場

合において、その解約の効力が生じるべき時点におい

て特定記録機関変更記録の請求（当該請求に基づく特

定記録機関変更記録がされているものを除く。）がされ

ているときは、当該解約の効力は当該請求に基づく特

定記録機関変更記録がされたときに生じるものとす

る。 

  

第五章 利用者の義務及び一般承継 第五章 利用者の義務及び一般承継 
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第 33条 （利用者の義務） 第 33条 （利用者の義務） 

1 利用者は、以下に掲げる義務を遵守するものとします。 1 利用者は、以下に掲げる義務を遵守するものとします。 

(1) 利用者は、記録機関利用契約及び記録請求事務代

行契約の締結にあたり記録機関又は請求代行者に

対して表明及び保証した事項が事実と異なること

とならないように必要な措置を講じるものとしま

す。 

(1) 利用者は、記録機関利用契約及び記録請求事務代

行契約の締結にあたり記録機関又は請求代行者に

対して表明及び保証した事項が事実と異なること

とならないように必要な措置を講じるものとしま

す。 

(2) 利用者は、第 3 条第 1 項第(1)号から第(5)号まで

の事項について変更があったときは、遅滞なく、

その旨を記録機関又は請求代行者所定の書面によ

り指定記録業務受託者を経由して記録機関及び請

求代行者に届け出るものとします。この場合にお

いて、利用者は、変更があった事項が記録事項で

ある場合には、当該事項が記録されている全ての

電子記録債権について、記録機関が変更記録を行

うことに同意します。なお、記録機関又は請求代

行者は、利用者からの本号に基づく届出及び当該

届出に伴う変更記録が完了するまでに変更前の事

実若しくは変更前の記録事項に依拠して行った一

切の行為に関して、利用者に損害が生じた場合に

おいても、かかる利用者に対して一切責任を負わ

ないものとします。 

(2) 利用者は、第 3 条第 1 項第(1)号から第(5)号まで

の事項について変更があったときは、遅滞なく、

その旨を記録機関又は請求代行者所定の書面によ

り指定記録業務受託者を経由して記録機関及び請

求代行者に届け出るものとします。この場合にお

いて、利用者は、変更があった事項が記録事項で

ある場合には、当該事項が記録されている全ての

電子記録債権について、記録機関が変更記録をす

ることに同意します。なお、記録機関又は請求代

行者は、利用者からの本号に基づく届出及び当該

届出に伴う変更記録が完了するまでに変更前の事

実若しくは変更前の記録事項に依拠して行った一

切の行為に関して、利用者に損害が生じた場合に

おいても、かかる利用者に対して一切責任を負わ

ないものとします。 

(3) 利用者は、記録機関より電子記録請求に係る利用

方法の改善等について要請を受けた場合は、速や

かに是正等の必要な処置を採るものとします。 

(3) 利用者は、記録機関より電子記録請求に係る利用

方法の改善等について要請を受けた場合は、速や

かに是正等の必要な処置を採るものとします。 

(4) 利用者は、自らが設定した暗証番号を利用者自身 (4) 利用者は、自らが設定した暗証番号を利用者自身
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の責任において第三者に知られないよう厳重に管

理するものとします。 

の責任において第三者に知られないよう厳重に管

理するものとします。 

 2 利用者の住所又は本店所在地に変更があった場合にお

いて、当該変更が行政官庁による住居表示の変更その

他の利用者の行為に起因しないものであり、かつ、当

該変更の内容を請求代行者が確認できるときは、記録

機関及び請求代行者は、当該変更について利用者から

前項第 2 号の規定による届出があったものとみなすこ

とができるものとします。 

2 利用者の銀行口座（債権者口座及び債務者口座を含み

ます。）に変更があった場合において、当該変更が銀行

その他の金融機関の合併、会社分割、店舗の統廃合等

銀行その他の金融機関の都合によるものであり、かつ、

当該変更の内容を請求代行者が確認でき、利用者から

の個別の届出によることが事務処理上困難であるなど

請求代行者が特に必要と認めるときは、請求代行者は、

当該変更について利用者から第 1 項第 2 号の規定によ

る届出がなくても、記録機関へ届出を行なうことがで

きるものとします。この場合において、請求代行者は、

当該変更を記録機関に届け出る旨と当該変更の内容

を、利用者に速やかに通知するものとします。 

3 利用者の銀行口座（債権者口座及び債務者口座を含み

ます。）に変更があった場合において、当該変更が銀行

その他の金融機関の合併、会社分割、店舗の統廃合等

銀行その他の金融機関の都合によるものであり、かつ、

当該変更の内容を請求代行者が確認でき、利用者から

の個別の届出によることが事務処理上困難であるなど

請求代行者が特に必要と認めるときは、請求代行者は、

当該変更について利用者から第 1 項第 2 号の規定によ

る届出がなくても、記録機関へ届出を行うことができ

るものとします。 

 4 記録機関及び請求代行者は、利用者からみずほ電子債

権決済サービス利用申込書の提出又は第 1 項第 2 号の

規定による届出を受けた場合、みずほ電子債権決済サ

ービス利用申込書に記載され、又は届け出られた次の

各号に掲げる事項を、当該各号に掲げる内容とみなす

ことができるものとします。 
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 (1) 住所又は本店所在地 利用者が届け出た住所又は

本店所在地に係る住居表示を請求代行者の定める

基準に従って表記し直したもの 

 (2) 郵便番号 利用者が届け出た郵便番号にかかわら

ず、請求代行者が利用する郵便番号対応表（郵便

番号と各郵便番号に対応する住居表示とが記載さ

れた書面又は電磁的記録をいいます。）において、

利用者の住所又は本店所在地に係る住居表示に対

応するものとして記載されている郵便番号 

  

第 34条 （利用者に一般承継が生じた場合の取扱い） 第 34条 （利用者に一般承継が生じた場合の取扱い） 

1 以下の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げ

る事由が生じた場合には、記録機関利用契約、記録請

求事務代行契約及びみずほ電子債権決済サービス債権

売買基本契約を承継を承継した者（以下「承継人」と

いいます）は、遅滞なく、その旨を記録機関、請求代

行者兼指定記録業務受託者、及び買取会社に届け出る

ものとします。 

1 以下の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げ

る事由が生じた場合には、記録機関利用契約、記録請

求事務代行契約及びみずほ電子債権決済サービス債権

売買基本契約を承継を承継した者（以下「承継人」と

いいます）は、遅滞なく、その旨を記録機関、請求代

行者兼指定記録業務受託者及び買取会社に届け出るも

のとします。 

(1) 当該者が個人である場合 (1) 当該者が個人である場合 

相続が開始されたとき 相続が開始されたとき 

(2) 当該者が法人である場合 (2) 当該者が法人である場合 

合併又は会社分割を行ったとき（但し、当該者の

法人格が合併により消滅する場合及び分割計画又

は分割契約において記録機関利用契約、記録請求

事務代行契約及びみずほ電子債権決済サービス債

権売買基本契約の全部又は一部を承継会社に承継

させるものとした場合に限ります。） 

合併又は会社分割を行ったとき（但し、当該者の

法人格が合併により消滅する場合及び分割計画又

は分割契約において記録機関利用契約、記録請求

事務代行契約及びみずほ電子債権決済サービス債

権売買基本契約の全部又は一部を承継会社に承継

させるものとした場合に限ります。） 
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2 前項各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定め

る事由が生じた場合には、記録機関は、前項の規定に

よる届出がなされ、かつ、記録機関所定の方法により

承継人であることが確認されない限り、電子記録の請

求を受け付けないことができるものとします。 

2 前項各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定め

る事由が生じた場合には、記録機関は、前項の規定に

よる届出がなされ、かつ、記録機関所定の方法により

承継人であることが確認されない限り、電子記録の請

求を受け付けないことができるものとします。 

3 第 1 項各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定

める事由が生じた場合には、請求代行者は、第 1 項の

規定による届出がなされ、かつ請求代行者所定の方法

により承継人であることが確認されない限り、電子記

録の請求委託を受け付けないことができるものとしま

す。 

3 第 1 項各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定

める事由が生じた場合には、請求代行者は、第 1 項の

規定による届出がなされ、かつ請求代行者所定の方法

により承継人であることが確認されない限り、電子記

録の請求委託を受け付けないことができるものとしま

す。 

4 利用者に相続その他の一般承継が生じた場合における

当該利用者を当事者とする電子記録債権の処理につい

ては、法及び業務規程の定めに従うほか、承継人及び

記録機関の間で協議して定めるものとします。 

4 利用者に相続その他の一般承継が生じた場合における

当該利用者を当事者とする電子記録債権の処理につい

ては、法及び業務規程の定めに従うほか、承継人及び

記録機関の間で協議して定めるものとします。 

  

第 35条 （請求資格の停止） 第 35条 （請求資格の停止） 

1 請求代行者は、債務者請求資格を有する者が次のいず

れかに該当するときは、請求代行者が定める期間、当

該請求資格者の当該請求資格の全部又は一部を停止す

ることができます。 

1 請求代行者は、債務者請求資格を有する者が次のいず

れかに該当するときは、請求代行者が定める期間、当

該請求資格者の当該請求資格の全部又は一部を停止す

ることができます。 

(1) 電子記録債権に係る債務について、支払期日を経

過しても支払わなかったとき 

(1) 電子記録債権に係る債務について、支払期日を経

過しても支払わなかったとき 

(2) その保有する資産について仮差押え、保全差押え

又は差押えが行われたとき 

(2) その保有する資産について仮差押え、保全差押え

又は差押えが行われたとき 

(3) 前二号に掲げるほか、債務者請求資格を有する者

の信用状況に不安があると請求代行者が相当の理

(3) 前二号に掲げるほか、債務者請求資格を有する者

の信用状況に不安があると請求代行者が相当の理
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由をもって判断したとき 由をもって判断したとき 

(4) 請求代行者に対して支払うべき利用料金の支払い

を怠ったとき 

(4) 請求代行者に対して支払うべき利用料金の支払い

を怠ったとき 

(5) 信用事由が生じたとき (5) 信用事由が生じたとき 

2 請求代行者は、請求資格者（債務者請求資格を有する

者を除きます）が次のいずれかに該当するときは、請

求代行者が定める期間、当該請求資格者の請求資格を

停止することができます。 

2 請求代行者は、請求資格者（債務者請求資格を有する

者を除きます）が次のいずれかに該当するときは、請

求代行者が定める期間、当該請求資格者の請求資格を

停止することができます。 

(1) その保有する資産について仮差押え、保全差押え

又は差押えが行われたとき 

(1) その保有する資産について仮差押え、保全差押え

又は差押えが行われたとき 

(2) 請求代行者に対して支払うべき利用料金の支払い

を怠ったとき 

(2) 請求代行者に対して支払うべき利用料金の支払い

を怠ったとき 

(3) 信用事由が生じたとき (3) 信用事由が生じたとき 

3 請求代行者は、必要があると認めるときは、前二項の

期間を延長し、又は前二項の期間中に請求資格の停止

を解除することができます。 

3 請求代行者は、必要があると認めるときは、前二項の

期間を延長し、又は前二項の期間中に請求資格の停止

を解除することができます。 

4 請求代行者は、第 1 項又は第 2 項の規定により請求資

格を停止した場合並びに前項の規定により期間を延長

した場合及び請求資格の停止を解除した場合には、そ

の旨を請求資格者に通知するものとします。 

4 請求代行者は、第 1 項又は第 2 項の規定により請求資

格を停止した場合並びに前項の規定により期間を延長

した場合及び請求資格の停止を解除した場合には、そ

の旨を請求資格者に通知するものとします。 

5 第 1 項又は第 2 項の規定により請求資格の全部又は一

部が停止された場合、請求資格者は、請求代行者に対

する当該請求資格に基づく電子記録の請求委託の全部

又は一部を行うことができません。但し、請求代行者

が特に認める場合は、この限りではありません。 

5 第 1 項又は第 2 項の規定により請求資格の全部又は一

部が停止された場合、請求資格者は、請求代行者に対

する当該請求資格に基づく電子記録の請求委託の全部

又は一部を行うことができません。但し、請求代行者

が特に認める場合は、この限りではありません。 

6 請求代行者は、請求代行者が第 1 項又は第 2 項の規定

により請求資格を停止した場合であっても、第 31条の

6 請求代行者は、請求代行者が第 1 項又は第 2 項の規定

により請求資格を停止した場合であっても、第 31条の
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規定による記録請求事務代行契約の解約を妨げられな

いものとします。 

規定による記録請求事務代行契約の解約を妨げられな

いものとします。 

7 請求代行者は、請求資格の停止に伴い請求資格者に生

じる損害について、一切責任を負わないものとします。 

7 請求代行者は、請求資格の停止に伴い請求資格者に生

じる損害について、一切責任を負わないものとします。 

  

第六章 記録内容の閲覧等 第六章 記録内容の閲覧等 

  

第 36条 （記録内容の閲覧等の請求） 第 36条 （記録内容の閲覧等の請求） 

1 利用者は、法、関連利用規約及び業務規程の定めると

ころにより、記録機関に対して、法第 87条の規定に基

づく記録事項の開示及び法第 88 条の規定に基づく電

子記録の請求に当たって提供された情報の開示を請求

することができます。 

1 利用者は、法、関連利用規約及び業務規程の定めると

ころにより、記録機関に対して、法第 87条の規定に基

づく記録事項の開示及び法第 88 条の規定に基づく電

子記録の請求に当たって提供された情報の開示を請求

することができます。 

2 利用者は、前項に定める情報の開示請求のほか、記録

機関及び請求代行者の定める方法に従い、記録機関に

対して、残高証明書の発行を請求することができます。

但し、かかる場合において、残高証明書に記録事項又

は電子記録の請求に当たって提供された情報が含まれ

るときには、利用者は、残高証明書の発行請求にあた

り、前項の規定に準じて、法、関連利用規約及び業務

規程の定めに従うものとします。 

2 利用者は、前項に定める情報の開示請求のほか、記録

機関及び請求代行者の定める方法に従い、記録機関に

対して、残高証明書の発行を請求することができます。

但し、かかる場合において、残高証明書に記録事項又

は電子記録の請求に当たって提供された情報が含まれ

るときには、利用者は、残高証明書の発行請求にあた

り、前項の規定に準じて、法、関連利用規約及び業務

規程の定めに従うものとします。 

3 利用者は、第 1 項の規定による情報開示の請求又は前

項の規定による残高証明書の発行請求を行おうとする

場合には、請求代行者に対して当該開示請求又は残高

証明書の発行請求を委託することにより行うものとし

ます。請求代行者は、当該委託に係る開示請求又は残

高証明書の発行請求が適法なものである場合には、利

3 利用者は、第 1 項の規定による情報開示の請求又は前

項の規定による残高証明書の発行請求を行おうとする

場合には、請求代行者に対して当該開示請求又は残高

証明書の発行請求を委託することにより行うものとし

ます。請求代行者は、当該委託に係る開示請求又は残

高証明書の発行請求が適法なものである場合には、利
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用者の名において、記録機関に対して、当該委託に係

る開示請求又は残高証明書の発行請求を行うものとし

ます。かかる開示請求又は残高証明書の発行請求を受

けた場合、記録機関は、開示請求に係る電子記録債権

の記録事項に関する情報又は当該請求に係る残高証明

書の発行請求に関して必要な情報を指定記録業務受託

者に対して提供し、指定記録業務受託者をして当該事

項の全部又は一部を証明した書面又は当該請求に係る

残高証明書を利用者に対して交付させる方法により、

記録事項の開示又は残高証明書の発行を行います。 

用者の名において、記録機関に対して、当該委託に係

る開示請求又は残高証明書の発行請求をするものとし

ます。かかる開示請求又は残高証明書の発行請求を受

けた場合、記録機関は、開示請求に係る電子記録債権

の記録事項に関する情報又は当該請求に係る残高証明

書の発行請求に関して必要な情報を指定記録業務受託

者に対して提供し、指定記録業務受託者をして当該事

項の全部又は一部を証明した書面又は当該請求に係る

残高証明書を利用者に対して交付させる方法により、

記録事項の開示又は残高証明書の発行を行います。 

4 利用者は、前項の方法のほか、自ら又は第三者を通じ

て、記録機関に対する情報開示の請求又は残高証明書

の発行請求を行うことはできないものとします。 

4 利用者は、前項の方法のほか、自ら又は第三者を通じ

て、記録機関に対する情報開示の請求又は残高証明書

の発行請求をすることはできないものとします。 

  

第七章 電子記録債権資金化サービス 第七章 電子記録債権資金化サービス 

  

第 1節 電子記録債権の売買 第 1節 電子記録債権の売買 

  

第 37条 （電子記録債権の売買） 第 37条 （電子記録債権の売買） 

1 売主は、関連債権売買規約の規定に従い、買取会社に

対して電子記録債権を売り渡し、買取会社は、売主に

対してその対価を支払ったうえで、電子記録債権を買

い受けます。 

1 売主は、関連債権売買規約の規定に従い、買取会社に

対して電子記録債権を売り渡し、買取会社は、売主に

対してその対価を支払ったうえで、電子記録債権を買

い受けます。 

2 売主は、買取会社への電子記録債権の売却方法につい

て、予め買取会社所定の申込書を提出することにより、

随時資金化方式又は一定日資金化方式のいずれかの方

法を選択するものとします。 

2 売主は、買取会社への電子記録債権の売却方法につい

て、あらかじめ買取会社所定の申込書を提出すること

により、随時資金化方式又は一定日資金化方式のいず

れかの方法を選択するものとします。 
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3 売主及び買取会社は、買取電子記録債権の売買により、

売主が債務者に対して当該買取電子記録債権に関して

有する一切の権利及び利益が買取会社に移転すること

を確認します。 

3 売主及び買取会社は、買取電子記録債権の売買により、

売主が債務者に対して当該買取電子記録債権に関して

有する一切の権利及び利益が買取会社に移転すること

を確認します。 

  

第 38条 （個別の電子債権売買契約） 第 38条 （個別の電子債権売買契約） 

1 関連債権売買規約に基づき買取電子記録債権を売買す

るにあたり、売主及び買取会社は、その都度、個別の

電子債権売買契約を締結するものとします。 

1 関連債権売買規約に基づき買取電子記録債権を売買す

るにあたり、売主及び買取会社は、その都度、個別の

電子債権売買契約を締結するものとします。 

2 個別の電子債権売買契約に特段の定めのない事項につ

いては、売主及び買取会社は、関連債権売買規約の各

条項に従うものとします。 

2 個別の電子債権売買契約に特段の定めのない事項につ

いては、売主及び買取会社は、関連債権売買規約の各

条項に従うものとします。 

3 買取会社は、みずほ電子債権決済サービス債権売買基

本契約の締結をもって、個別の電子債権売買契約の締

結を約するものではありません。 

3 買取会社は、みずほ電子債権決済サービス債権売買基

本契約の締結をもって、個別の電子債権売買契約の締

結を約するものではありません。 

  

第 39条 （随時資金化方式による個別の電子債権売買契

約の締結） 

第 39条 （随時資金化方式による個別の電子債権売買契

約の締結） 

1 随時資金化方式による電子記録債権の買取会社への売

却を希望する売主は、希望する買取代金支払日の 2 営

業日前の 17時までに、買取会社及び請求代行者所定の

様式による電子債権割引・譲渡申込書を FAX、インタ

ーネット又は別途買取会社の指定する方法に従って買

取会社に交付することにより、電子記録債権の買取会

社に対する売却を申し込むことができます。 

1 随時資金化方式による電子記録債権の買取会社への売

却を希望する売主は、希望する買取代金支払日の 2 営

業日前の 17時までに、買取会社及び請求代行者所定の

様式による電子債権割引・譲渡申込書を FAX、インタ

ーネット又は別途買取会社の指定する方法に従って買

取会社に交付することにより、電子記録債権の買取会

社に対する売却を申し込むことができます。 

2 売主による電子記録債権の売却の申込を承諾する場

合、買取会社は、買取代金支払日の前営業日までに、

2 売主による電子記録債権の売却の申込を承諾する場

合、買取会社は、買取代金支払日の前営業日までに、
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売主に対して、買取代金額及び確定した買取代金支払

日を買取会社所定の方法で提示するものとし、売主が

買取代金支払日の 2営業日前の 17時までに関連する電

子記録債権の売却の申込みを撤回していない限り、売

主は、買取会社に対して、各買取日付で、当該買取電

子記録債権を売り渡し、買主はこれを買い受ける旨の

合意が成立するものとします。当該合意を、個別の電

子債権売買契約といいます。 

売主に対して、買取代金額及び確定した買取代金支払

日を買取会社所定の方法で提示するものとし、売主が

買取代金支払日の 2営業日前の 17時までに関連する電

子記録債権の売却の申込みを撤回していない限り、売

主は、買取会社に対して、各買取日付で、当該買取電

子記録債権を売り渡し、買主はこれを買い受ける旨の

合意が成立するものとします。当該合意を、個別の電

子債権売買契約といいます。 

3 前項による個別の電子債権売買契約が成立した場合、

売主は、請求代行者に対して、買取会社を譲受人とす

る電子記録債権の譲渡記録請求を委託したとみなされ

るものとします。なお、保証記録については、第 27条

第 1項但書に従います。 

3 前項による個別の電子債権売買契約が成立した場合、

売主は、請求代行者に対して、買取会社を譲受人とす

る電子記録債権の譲渡記録請求を委託したとみなされ

るものとします。なお、保証記録については、第 27条

第 1項但書に従います。 

4 売主による電子記録債権売買の申込を拒絶する場合、

買取会社は、買取代金支払日の前営業日までに、売主

に対して、その旨の通知を行うものとします。 

4 売主による電子記録債権売買の申込を拒絶する場合、

買取会社は、買取代金支払日の前営業日までに、売主

に対して、その旨の通知を行うものとします。 

5 第 2 項に従って個別の電子債権売買契約が成立した場

合、売主は、個別の電子債権売買契約を解除すること

はできないものとします。 

5 第 2 項に従って個別の電子債権売買契約が成立した場

合、売主は、個別の電子債権売買契約を解除すること

はできないものとします。 

  

第 40条 （一定日資金化方式による個別の電子債権売買

契約の締結） 

第 40条 （一定日資金化方式による個別の電子債権売買

契約の締結） 

1 一定日資金化方式による電子記録債権の買取会社への

売却を希望する売主は、予め買取会社所定の申込書を

提出することにより、電子記録債権の買取会社に対す

る包括的な売却を申し込むことができます。なお、売

主は、一定日資金化方式による売却に加え、前条に定

1 一定日資金化方式による電子記録債権の買取会社への

売却を希望する売主は、あらかじめ買取会社所定の申

込書を提出することにより、電子記録債権の買取会社

に対する包括的な売却を申し込むことができます。な

お、売主は、一定日資金化方式による売却に加え、前
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める随時資金化方式による電子記録債権の売却も申し

込むことができるものとします。 

条に定める随時資金化方式による電子記録債権の売却

も申し込むことができるものとします。 

2 前項に基づき、売主による電子記録債権の売却の申込

を承諾する場合、買取会社は、買取代金支払日の前営

業日までに、売主に対して、買取代金額及び確定した

買取代支払日を買取会社所定の方法で提示するものと

し、売主が買取代金支払日の 2営業日前の 17時までに

関連する電子記録債権の売却の申込みを撤回していな

い限り、売主は、買取会社に対して、各買取日付で、

当該買取電子記録債権を売り渡し、買主はこれを買い

受ける旨の合意が成立するものとします。当該合意を、

個別の電子債権売買契約といいます。 

2 前項に基づき、売主による電子記録債権の売却の申込

を承諾する場合、買取会社は、買取代金支払日の前営

業日までに、売主に対して、買取代金額及び確定した

買取代支払日を買取会社所定の方法で提示するものと

し、売主が買取代金支払日の 2営業日前の 17時までに

関連する電子記録債権の売却の申込みを撤回していな

い限り、売主は、買取会社に対して、各買取日付で、

当該買取電子記録債権を売り渡し、買主はこれを買い

受ける旨の合意が成立するものとします。当該合意を、

個別の電子債権売買契約といいます。 

3 前項による個別の電子債権売買契約が成立した場合、

売主は、請求代行者に対して、買取会社を譲受人とす

る電子記録債権の譲渡記録請求を委託したとみなされ

るものとします。なお、保証記録については、第 27条

第 1項但書に従います。 

3 前項による個別の電子債権売買契約が成立した場合、

売主は、請求代行者に対して、買取会社を譲受人とす

る電子記録債権の譲渡記録請求を委託したとみなされ

るものとします。なお、保証記録については、第 27条

第 1項但書に従います。 

4 売主による電子記録債権売買の申込を拒絶する場合、

買取会社は、買取代金支払日の前営業日までに、売主

に対して、その旨の通知を行うものとします。 

4 売主による電子記録債権売買の申込を拒絶する場合、

買取会社は、買取代金支払日の前営業日までに、売主

に対して、その旨の通知を行うものとします。 

5 第 3 項に従って個別の電子債権売買契約が成立した場

合、売主は、個別の電子債権売買契約を解除すること

はできないものとします。 

5 第 3 項に従って個別の電子債権売買契約が成立した場

合、売主は、個別の電子債権売買契約を解除すること

はできないものとします。 

  

第 41条 （買取代金額の支払） 第 41条 （買取代金額の支払） 

1 買取会社は、売主に対し、個別の電子債権売買契約に

基づく各買取代金支払日に、個別の電子債権売買契約

1 買取会社は、売主に対し、個別の電子債権売買契約に

基づく各買取代金支払日に、個別の電子債権売買契約
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にかかる買取代金額に相当する金銭を、売主指定口座

に振込送金する方法により、支払うものとします。 

にかかる買取代金額に相当する金銭を、売主指定口座

に振込送金する方法により、支払うものとします。 

2 前項に規定する買取会社の代金支払義務は、買取代金

支払日の支払時において、以下に規定される各条件が

成就されていることをその発生の条件とします。 

2 前項に規定する買取会社の代金支払義務は、買取代金

支払日の支払時において、以下に規定される各条件が

成就されていることをその発生の条件とします。 

(1) 当該時点までに、売主によるみずほ電子債権決済

サービス債権売買基本契約に規定する義務の違反

がないこと。 

(1) 当該時点までに、売主によるみずほ電子債権決済

サービス債権売買基本契約に規定する義務の違反

がないこと。 

(2) 金融市場の混乱その他の理由により、前項に規定

される代金金額のローンによる調達が不可能では

ないこと。 

(2) 金融市場の混乱その他の理由により、前項に規定

される代金金額のローンによる調達が不可能では

ないこと。 

  

第 2節 その他 第 2節 その他 

  

第 42条 （売主の表明及び保証） 第 42条 （売主の表明及び保証） 

売主は、買取会社に対し、みずほ電子債権決済サービス債

権売買基本契約締結日及び各買取日において、以下の事実

を表明し保証するものとします。みずほ電子債権決済サー

ビス債権売買基本契約の締結期間中、売主は、個別の電子

債権売買契約の締結をもって、各買取日付で当該表明及び

保証を繰り返し反復して行なったものとみなされるもの

とします。 

売主は、買取会社に対し、みずほ電子債権決済サービス債

権売買基本契約締結日及び各買取日において、以下の事実

を表明し保証するものとします。みずほ電子債権決済サー

ビス債権売買基本契約の締結期間中、売主は、個別の電子

債権売買契約の締結をもって、各買取日付で当該表明及び

保証を繰り返し反復して行なったものとみなされるもの

とします。 

(1) 当該買取日に売買が行われる買取電子記録債権

は、その買取日において、適格債権であること。 

(1) 当該買取日に売買が行われる買取電子記録債権

は、その買取日において、適格債権であること。 

(2) 買取電子記録債権の内容が電子債権割引・譲渡申

込書の記載内容と相違ないこと。 

(2) 買取電子記録債権の内容が電子債権割引・譲渡申

込書の記載内容と相違ないこと。 

(3) 買取電子記録債権の売買に関して、売主は売主の (3) 買取電子記録債権の売買に関して、売主は売主の
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債権者その他一切の第三者を害する意図を有せ

ず、当該売買は、詐害行為には該当しないこと。 

債権者その他一切の第三者を害する意図を有せ

ず、当該売買は、詐害行為には該当しないこと。 

(4) 債務者の売主に対する債務の弁済の充当につい

て、債務者及び売主のいずれも意思表示をしてい

ないこと。 

(4) 債務者の売主に対する債務の弁済の充当につい

て、債務者及び売主のいずれも意思表示をしてい

ないこと。 

  

第 43条 （補償） 第 43条 （補償） 

売主は、以下に記載する事項のいずれかに起因して、買取

会社が被った損害、損失、債務、経費及び費用（弁護士費

用を含みますがこれらに限られません。）について、買取

会社を補償するものとします。 

売主は、以下に記載する事項のいずれかに起因して、買取

会社が被った損害、損失、債務、経費及び費用（弁護士費

用を含みますがこれらに限られません。）について、買取

会社を補償するものとします。 

(1) 第 42 条により売主が表明及び保証した事項と事

実との相違。 

(1) 第 42 条により売主が表明及び保証した事項と事

実との相違。 

(2) 原契約、みずほ電子債権決済サービス債権売買基

本契約、及び個別の電子債権売買契約に関連して、

売主及び買取会社との間で締結された契約に基づ

く売主の債務不履行。 

(2) 原契約、みずほ電子債権決済サービス債権売買基

本契約及び個別の電子債権売買契約に関連して、

売主及び買取会社との間で締結された契約に基づ

く売主の債務不履行。 

  

第 44条 （責任財産限定特約及び破産申立権の放棄） 第 44条 （責任財産限定特約及び破産申立権の放棄） 

1 みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約の他の

規定にかかわらず、みずほ電子債権決済サービス債権

売買基本契約並びに個別の電子債権売買契約に基づ

く、又はこれらに関連する全ての買取会社の売主又は

債務者に対する債務の責任は、法人としての買取会社

にのみ帰属し、その取締役、役員、使用人、代理人、

及び株主には及ばないものとします。当該買取会社の

売主又は債務者に対する全ての責任は、売主から買い

1 みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約の他の

規定にかかわらず、みずほ電子債権決済サービス債権

売買基本契約並びに個別の電子債権売買契約に基づ

く、又はこれらに関連する全ての買取会社の売主又は

債務者に対する債務の責任は、法人としての買取会社

にのみ帰属し、その取締役、役員、使用人、代理人及

び株主には及ばないものとします。当該買取会社の売

主又は債務者に対する全ての責任は、売主から買い取
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取った買取電子記録債権及びその代わり金（以下「責

任財産」といいます。）のみを引当として、その範囲内

で行なわれ、買取会社の有する他の資産には一切及ば

ないものとし、売主はこれを異議なく承認します。 

った買取電子記録債権及びその代わり金（以下「責任

財産」といいます。）のみを引当として、その範囲内で

行なわれ、買取会社の有する他の資産には一切及ばな

いものとし、売主はこれを異議なく承認します。 

2 売主及び債務者は、責任財産が全て換価処分され、分

配された場合には、みずほ電子債権決済サービス債権

売買基本契約並びに個別の電子債権売買契約に基づ

く、又はこれらに関連する全ての買取会社の売主又は

債務者に対する支払債務が残存する限りにおいて、当

該未払債務に係る請求権は当然に放棄したものとみな

されることを承認します。かかる場合には、みずほ電

子債権決済サービス債権売買基本契約並びに個別の電

子債権売買契約に基づく、又はこれらに関連する全て

の買取会社の責任及び義務は、消滅するものとし、以

後も復活しないものとします。 

2 売主及び債務者は、責任財産が全て換価処分され、分

配された場合には、みずほ電子債権決済サービス債権

売買基本契約並びに個別の電子債権売買契約に基づ

く、又はこれらに関連する全ての買取会社の売主又は

債務者に対する支払債務が残存する限りにおいて、当

該未払債務に係る請求権は当然に放棄したものとみな

されることを承認します。かかる場合には、みずほ電

子債権決済サービス債権売買基本契約並びに個別の電

子債権売買契約に基づく、又はこれらに関連する全て

の買取会社の責任及び義務は、消滅するものとし、以

後も復活しないものとします。 

3 みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約の他の

規定にかかわらず、売主及び債務者は、みずほ電子債

権決済サービス債権売買基本契約並びに個別の電子債

権売買契約に基づく、又はこれらに関連する全ての買

取会社に対して取得する債権の満足を図るため、いか

なる法域（裁判管轄）においても、責任財産以外の買

取会社の資産について、差押、仮差押若しくはその他

の強制執行の開始又は保全命令の申立てを行なわない

ものとし、かかる申立てを行なう権利をここに放棄し

ます。 

3 みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約の他の

規定にかかわらず、売主及び債務者は、みずほ電子債

権決済サービス債権売買基本契約並びに個別の電子債

権売買契約に基づく、又はこれらに関連する全ての買

取会社に対して取得する債権の満足を図るため、いか

なる法域（裁判管轄）においても、責任財産以外の買

取会社の資産について、差押、仮差押若しくはその他

の強制執行の開始又は保全命令の申立てを行なわない

ものとし、かかる申立てを行う権利をここに放棄しま

す。 

4 売主及び債務者は、買取会社の調達する全てのローン

の返済、ローンによる資金調達に係る当初費用及び期

4 売主及び債務者は、買取会社の調達する全てのローン

の返済、ローンによる資金調達に係る当初費用及び期
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中費用の支払、並びに、買取会社のみずほ電子債権決

済サービス債権売買基本契約並びに個別の電子債権売

買契約に基づく、又はこれらに関連する買取会社の債

務の全てが支払われてから、1 年と 1 日が経過するま

での間は、いかなる法域（裁判管轄）においても、買

取会社又はその資産について、破産手続開始、民事再

生手続開始、特別清算開始又は特定調停手続の申立て、

又はこれらに類似する日本法上又は外国法上の倒産手

続開始の申立てを行なわないものとします。 

中費用の支払、並びに、買取会社のみずほ電子債権決

済サービス債権売買基本契約並びに個別の電子債権売

買契約に基づく、又はこれらに関連する買取会社の債

務の全てが支払われてから、1 年と 1 日が経過するま

での間は、いかなる法域（裁判管轄）においても、買

取会社又はその資産について、破産手続開始、民事再

生手続開始、特別清算開始又は特定調停手続の申立て、

又はこれらに類似する日本法上又は外国法上の倒産手

続開始の申立てを行なわないものとします。 

5 本条は、みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契

約の終了後もその効力を失わず、その効力を有するも

のとします。 

5 本条は、みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契

約の終了後もその効力を失わず、その効力を有するも

のとします。 

  

第八章 一般規定 第八章 一般規定 

  

第 1節 関連総合規約の変更等 第 1節 関連総合規約の変更等 

  

第 45条 （関連総合規約の制定及び廃止） 第 45条 （関連総合規約の制定及び廃止） 

記録機関、請求代行者及び買取会社（以下「規約制定者」

と総称します。）は、電子債権記録業等の遂行又はみずほ

電子債権決済サービス関連契約に関連して行うそれぞれ

の業務に関して必要と認めるときは、本規約を実施するた

めの細則その他の事項を定めるための規約を制定し、又は

当該規約を廃止することができます。規約制定者が本条に

基づいて規約を定めたときは、当該規約も「関連総合規約」

に含まれるものとします。 

記録機関、請求代行者及び買取会社（以下「規約制定者」

と総称します。）は、電子債権記録業等の遂行又はみずほ

電子債権決済サービス関連契約に関連して行うそれぞれ

の業務に関して必要と認めるときは、本規約を実施するた

めの細則その他の事項を定めるための規約を制定し、又は

当該規約を廃止することができます。規約制定者が本条に

基づいて規約を定めたときは、当該規約も「関連総合規約」

に含まれるものとします。 
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第 46条 （関連総合規約の変更） 第 46条 （関連総合規約の変更） 

1 規約制定者は、法令の改廃、監督官庁による指導、サ

ービスの改善その他の理由によりその合理的判断に基

づき必要と認める場合には、関連総合規約の規定を変

更することができます。 

1 規約制定者は、法令の改廃、監督官庁による指導、サ

ービスの改善その他の理由によりその合理的判断に基

づき必要と認める場合には、本規約その他関連総合規

約の規定を変更することができます。 

2 規約制定者が前項の規定により関連総合規約の規定を

変更する場合、当該者所定の方法により、事前に、利

用者に対して当該変更の内容を通知するものとしま

す。但し、当該変更が利用者の権利義務に影響を与え

ないものである場合又は利用者の権利義務に与える影

響が軽微なものであると関連する規約制定者が合理的

に判断する場合には、事前の通知に代えて事後速やか

に通知することができるものとします。 

2 規約制定者が前項の規定により本規約その他関連総合

規約の規定を変更する場合、当該者所定の方法により、

事前に、利用者に対して当該変更の内容を通知するも

のとします。但し、当該変更が利用者の権利義務に影

響を与えないものである場合又は利用者の権利義務に

与える影響が軽微なものであると関連する規約制定者

が合理的に判断する場合には、事前の通知に代えて事

後速やかに通知することができるものとします。 

3 規約制定者が前項の規定により関連総合規約の規定を

変更した場合、利用者は、当該変更の日以降、変更後

の関連総合規約の規定に従うものとし、みずほ電子債

権決済サービス関連契約の内容も当該変更に応じて当

然に変更されるものとします。なお、規約制定者はこ

の変更によって生じた損害について一切の責任を負い

ません。 

3 規約制定者が前項の規定により本規約その他関連総合

規約の規定を変更した場合、利用者は、当該変更の日

以降、変更後の本規約その他関連総合規約の規定に従

うものとし、みずほ電子債権決済サービス関連契約の

内容も当該変更に応じて当然に変更されるものとしま

す。なお、規約制定者はこの変更によって生じた損害

について一切の責任を負いません。 

  

第 47条 （関連総合規約の変更等の周知） 第 47条 （関連総合規約の変更等の周知） 

規約制定者が前二条の規定により関連総合規約の制定若

しくは廃止又は変更を行う場合、関連する規約制定者は、

事前又は事後速やかに、当該者所定の方法により利用者に

対して当該変更の内容を通知したうえで、当該者の事務所

に備え置く方法により当該変更の内容の周知を図るもの

規約制定者が前二条の規定により関連総合規約の制定若

しくは廃止又は本規約その他関連総合規約の変更をする

場合、関連する規約制定者は、事前又は事後速やかに、当

該者所定の方法により利用者に対して当該変更の内容を

通知したうえで、当該者の事務所に備え置く方法により当
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とします。 該変更の内容の周知を図るものとします。 

  

第 2節 同意及び免責 第 2節 同意及び免責 

  

第 48条 （利用者情報の利用に関する同意） 第 48条 （利用者情報の利用に関する同意） 

1 規約制定者は、利用者から取得する情報（利用者の役

職員に関する個人情報等を含みます）を、その行う電

子債権記録業等のためにのみ利用するものとし、それ

以外の目的には利用しません。 

1 規約制定者は、利用者から取得する情報（利用者の役

職員に関する個人情報等を含みます）を、その行う電

子債権記録業等のためにのみ利用するものとし、それ

以外の目的には利用しません。 

2 利用者は、規約制定者が、電子債権記録業等又はみず

ほ電子債権決済サービス関連契約に関連して行うそれ

ぞれの業務を遂行するために必要な利用者の情報を、

当該利用者以外の利用者(但し、電子記録債権の債権者

又は債務者のいずれかに係る情報を他方の当事者に提

供する場合に限るものとし、かつ、規約制定者が電子

債権サービス関連契約に関連してそれぞれ業務を遂行

するために必要な範囲に限定するものとします。)、指

定記録業務受託者、株式会社みずほ銀行若しくは株式

会社みずほフィナンシャルグループに提供すること、

並びに当該情報が請求代行者、記録機関、株式会社み

ずほ銀行及び株式会社みずほフィナンシャルグループ

による業務遂行のほか、各社のマーケティング及び商

品開発のために使用される場合があることにつき、同

意するものとします。 

2 利用者は、規約制定者が、電子債権記録業等又はみず

ほ電子債権決済サービス関連契約に関連して行うそれ

ぞれの業務を遂行するために必要な利用者の情報を、

当該利用者以外の利用者(但し、電子記録債権の債権者

又は債務者のいずれかに係る情報を他方の当事者に提

供する場合に限るものとし、かつ、規約制定者が電子

債権サービス関連契約に関連してそれぞれ業務を遂行

するために必要な範囲に限定するものとします。)、指

定記録業務受託者、株式会社みずほ銀行若しくは株式

会社みずほフィナンシャルグループに提供すること、

並びに当該情報が請求代行者、記録機関、株式会社み

ずほ銀行及び株式会社みずほフィナンシャルグループ

による業務遂行のほか、各社のマーケティング及び商

品開発のために使用される場合があることにつき、同

意するものとします。 

  

第 49条 （免責事項） 第 49条 （免責事項） 

1 規約制定者が、相当の注意をもって関連総合規約に基 1 規約制定者が、相当の注意をもって本規約その他関連
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づき本人確認を行い、請求委託又は通知等（第 54条第

3項に規定する通知等をいい、以下も同様とします。）

が本人によるものであると認めて処理を行った場合に

は、それらの請求委託又は通知等につき書面の偽造、

変造、盗用若しくは不正使用又は第三者によるなりす

ましその他の事故があっても、そのために生じた損害

について規約制定者は一切の責任を負わないものとし

ます。 

総合規約に基づき本人確認を行い、請求委託又は通知

等（第 54条第 3項に規定する通知等をいい、以下も同

様とします。）が本人によるものであると認めて処理を

行った場合には、それらの請求委託又は通知等につき

書面の偽造、変造、盗用若しくは不正使用又は第三者

によるなりすましその他の事故があっても、そのため

に生じた損害について規約制定者は一切の責任を負わ

ないものとします。 

2 規約制定者は、天災地変、戦争、暴動、電気・通信・

各種決済システム等の全面的な機能停止、裁判所等公

的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき、又

は端末若しくは通信回線に障害が生じたときは、その

行う電子債権記録業等又はみずほ電子債権決済サービ

ス関連契約に関連して行うそれぞれの業務の全部又は

一部を中止することがあります。この場合において、

利用者に損害が生じた場合であっても、規約制定者は

一切の責任を負わないものとします。但し、当該業務

の全部又は一部の中止がいずれかの規約制定者の責め

に帰すべき事由による場合にはこの限りでなく、当該

業務の全部又は一部の中止に関して帰責性ある規約制

定者は、利用者に生じた相当因果関係のある損害につ

いて、賠償の責めを負うものとします。 

2 規約制定者は、天災地変、戦争、暴動、電気・通信・

各種決済システム等の全面的な機能停止、裁判所等公

的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき、又

は端末若しくは通信回線に障害が生じたときは、その

行う電子債権記録業等又はみずほ電子債権決済サービ

ス関連契約に関連して行うそれぞれの業務の全部又は

一部を中止することがあります。この場合において、

利用者に損害が生じた場合であっても、規約制定者は

一切の責任を負わないものとします。但し、当該業務

の全部又は一部の中止がいずれかの規約制定者の責め

に帰すべき事由による場合にはこの限りでなく、当該

業務の全部又は一部の中止に関して帰責性ある規約制

定者は、利用者に生じた相当因果関係のある損害につ

いて、賠償の責めを負うものとします。 

3 記録機関は、請求代行者又は決済銀行の故意若しくは

過失によって利用者に損害が生じた場合（請求代行者

が記録機関の委託を受けて行った行為について故意又

は過失があった場合を除く。）であっても、一切の責任

を負わないものとし、また、請求代行者は、記録機関

3 記録機関は、請求代行者又は決済銀行の故意若しくは

過失によって利用者に損害が生じた場合（請求代行者

が記録機関の委託を受けて行った行為について故意又

は過失があった場合を除く。）であっても、一切の責任

を負わないものとし、また、請求代行者は、記録機関
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又は決済銀行の故意若しくは過失によって利用者に損

害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないも

のとします。 

又は決済銀行の故意若しくは過失によって利用者に損

害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないも

のとします。 

  

第 3節 ファクシミリ通信網サービスの利用 第 3節 ファクシミリ通信網サービスの利用 

  

第 50条 (ファクシミリ通信網サービス) 第 50条 (ファクシミリ通信網サービス) 

1 請求資格者が、本契約締結時にエヌ・ティ・ティ・コ

ミュニケーションズ株式会社（又はその承継人）が提

供するファクシミリ通信網サービス（以下「ファクシ

ミリ通信網サービス」といいます。）への加入を希望す

るときは、請求代行者の取次ぎにより、当該ファクシ

ミリ通信網サービスへの加入申込を行うことができま

す。 

1 請求資格者が、本契約締結時にエヌ・ティ・ティ・コ

ミュニケーションズ株式会社（又はその承継人）が提

供するファクシミリ通信網サービス（以下「ファクシ

ミリ通信網サービス」といいます。）への加入を希望す

るときは、請求代行者の取次ぎにより、当該ファクシ

ミリ通信網サービスへの加入申込を行うことができま

す。 

2 請求資格者の届出事項に変更があった場合のファクシ

ミリ通信網サービスの変更手続は、請求代行者が取り

次ぐものとします。 

2 請求資格者の届出事項に変更があった場合のファクシ

ミリ通信網サービスの変更手続は、請求代行者が取り

次ぐものとします。 

3 請求資格者によるファクシミリ通信網サービスを利用

した請求委託は、別途請求代行者が定めるところによ

るものとします。 

3 請求資格者によるファクシミリ通信網サービスを利用

した請求委託は、別途請求代行者が定めるところによ

るものとします。 

  

第 4節 インターネットの利用 第 4節 インターネットの利用 

  

第 51条 （インターネットサービス利用規約） 第 51条 （インターネットサービス利用規約） 

請求資格者が、請求代行者に対する請求委託、又は請求代

行者に対する通知等をインターネットを利用して行う場

合の委託方法又は通知方法等については、本規約に定める

請求資格者が、請求代行者に対する請求委託、又は請求代

行者に対する通知等をインターネットを利用して行う場

合の委託方法又は通知方法等については、本規約に定める
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もののほか、インターネットサービス利用規約に定めると

ころによるものとします。 

もののほか、インターネットサービス利用規約に定めると

ころによるものとします。 

  

第 5節 雑則 第 5節 雑則 

  

第 52条 （契約上の地位譲渡等の禁止） 第 52条 （契約上の地位譲渡等の禁止） 

利用者は、規約制定者所定の方法により規約制定者の事前

の承諾を得た場合を除き、みずほ電子債権決済サービス関

連契約に基づく権利及び義務の全部又は一部並びにみず

ほ電子債権決済サービス関連契約における契約上の地位

を第三者に対して譲渡し、又は質入れその他担保に供する

など一切の処分を行うことができないものとします。 

利用者は、規約制定者所定の方法により規約制定者の事前

の承諾を得た場合を除き、みずほ電子債権決済サービス関

連契約に基づく権利及び義務の全部又は一部並びにみず

ほ電子債権決済サービス関連契約における契約上の地位

を第三者に対して譲渡し、又は質入れその他担保に供する

など一切の処分を行うことができないものとします。 

  

第 53条 （遅延損害金） 第 53条 （遅延損害金） 

請求資格者が第 55 条に定める利用料金をその支払期日ま

でに支払わなかった場合、請求資格者は、請求代行者に対

して、年率 14.6％の割合で計算される遅延損害金を支払

うものとします。 

請求資格者が第 55 条に定める利用料金をその支払期日ま

でに支払わなかった場合、請求資格者は、請求代行者に対

して、年率 14.6％の割合で計算される遅延損害金を支払

うものとします。 

  

第 54条 （通知等の方法） 第 54条 （通知等の方法） 

1 規約制定者又は指定記録業務受託者が、みずほ電子債

権決済サービス関連契約に関して、利用者に対する通

知その他の連絡を行う場合には、関連総合規約におい

て別段の定めがある場合を除き、利用者が規約制定者

に届け出た住所に宛てた郵便、FAX又は第 51条に定め

る方法（以下「インターネットサービス」といいます。）

により行うものとします。 

1 規約制定者又は指定記録業務受託者が、みずほ電子債

権決済サービス関連契約に関して、利用者に対する通

知その他の連絡を行う場合には、本規約その他関連総

合規約において別段の定めがある場合を除き、利用者

が規約制定者に届け出た住所に宛てた郵便、FAX 又は

インターネットの利用その他の適切な方法により行う

ものとします。 
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2 利用者が規約制定者に届け出た住所が誤っていたこと

又は住所の変更を怠ったことに起因して、規約制定者

又は指定記録業務受託者からの利用者に対する通知が

遅延し又は到達しなかった場合には、当該通知は、通

常到達すべき日に到達したとみなされるものとし、規

約制定者又は指定記録業務受託者は、当該遅延又は不

達につき、一切の責任を負わないものとします。 

2 利用者が規約制定者に届け出た住所が誤っていたこと

又は住所の変更を怠ったことに起因して、規約制定者

又は指定記録業務受託者からの利用者に対する通知が

遅延し又は到達しなかった場合には、当該通知は、通

常到達すべき日に到達したとみなされるものとし、規

約制定者又は指定記録業務受託者は、当該遅延又は不

達につき、一切の責任を負わないものとします。 

3 利用者が、みずほ電子債権決済サービス関連契約に関

して、規約制定者又は指定記録業務受託者に対する通

知、請求、届出その他の連絡（以下「通知等」といい

ます）を行う場合には、関連総合規約において別段の

定めがある場合を除き、書面、インターネットサービ

ス又は FAXにより行うものとします。 

3 利用者が、みずほ電子債権決済サービス関連契約に関

して、規約制定者又は指定記録業務受託者に対する通

知、請求、届出その他の連絡（以下「通知等」といい

ます）を行う場合には、本規約その他関連総合規約に

おいて別段の定めがある場合を除き、書面、インター

ネット又は FAXにより行うものとします。 

4 利用者が、みずほ電子債権決済サービス関連契約に関

して、規約制定者又は指定記録業務受託者に対する通

知等を行う場合には、前項の方法又はみずほ電子債権

決済サービス関連契約に規定する方法に準じて、請求

代行者を経由して行うものとします。 

4 利用者が、みずほ電子債権決済サービス関連契約に関

して、規約制定者又は指定記録業務受託者に対する通

知等を行う場合には、前項の方法又はみずほ電子債権

決済サービス関連契約に規定する方法に準じて、請求

代行者を経由して行うものとします。 

5 利用者が、前二項の規定により規約制定者又は指定記

録業務受託者に対して通知等を行う場合には、規約制

定者又は指定記録業務受託者は、当該通知等に係る本

人確認を、①書面又は FAX による場合は当該書面若し

くは FAX に押下された印鑑若しくは記載された暗証番

号と規約制定者に届け出られた印鑑証明書登録印又は

使用印若しくは暗証番号とを照合する方法で行うもの

とし、また、②インターネットサービスによる場合は

通知等に際して請求資格者が入力した ID 番号及び暗

5 利用者が、前二項の規定により規約制定者又は指定記

録業務受託者に対して通知等を行う場合には、規約制

定者又は指定記録業務受託者は、当該通知等に係る本

人確認を、①書面又は FAX による場合は当該書面若し

くは FAX に押下された印鑑若しくは記載された暗証番

号と規約制定者に届け出られた印鑑証明書登録印又は

使用印若しくは暗証番号とを照合する方法で行うもの

とし、また、②インターネットによる場合は通知等に

際して請求資格者が入力した ID 番号及び暗証番号と
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証番号と記録機関により付与された利用者 ID 及び予

め請求資格者が設定した暗証番号とを照合する方法に

より行うものとします。 

記録機関により付与された利用者 ID 及びあらかじめ

請求資格者が設定した暗証番号とを照合する方法によ

り行うものとします。 

  

第 55条 （手数料及び費用） 第 55条 （手数料及び費用） 

1 記録機関は、利用者に対して、関連総合規約において

定める電子記録の請求に係る手数料又は費用を請求す

ることができるものとし、利用者は、記録機関からか

かる請求を受けた場合、記録機関に対し、関連利用規

約に基づき所定の金額を支払うものとします。 

1 記録機関は、利用者に対して、関連総合規約において

定める電子記録の請求に係る手数料又は費用を請求す

ることができるものとし、利用者は、記録機関からか

かる請求を受けた場合、記録機関に対し、関連利用規

約に基づき所定の金額を支払うものとします。 

2 請求資格者は、別途請求代行者の定めるところにより、

事務代行料金の支払義務を負うものとします。 

2 請求資格者は、別途請求代行者の定めるところにより、

事務代行料金の支払義務を負うものとします。 

  

第 56条 （特約の優先性） 第 56条 （特約の優先性） 

利用者と規約制定者の間においてみずほ電子債権決済サ

ービス関連契約の定めと異なる合意がされた場合には、関

連総合規約において別段の定めがある場合を除き、当該合

意がみずほ電子債権決済サービス関連契約の定めに優先

するものとします。 

利用者と規約制定者の間においてみずほ電子債権決済サ

ービス関連契約の定めと異なる合意がされた場合には、本

規約その他関連総合規約において別段の定めがある場合

を除き、当該合意がみずほ電子債権決済サービス関連契約

の定めに優先するものとします。 

  

第 57条 (業務の委託) 第 57条 (業務の委託) 

1 記録機関は、その業務の一部を、指定記録業務受託者

に委託することがあります。 

1 記録機関は、その業務の一部を、指定記録業務受託者

に委託することがあります。 

2 買取会社は、その業務の一部を株式会社みずほ銀行に

委託し、当該業務に必要な権限を株式会社みずほ銀行

に授与します。 

2 買取会社は、その業務の一部を株式会社みずほ銀行に

委託し、当該業務に必要な権限を株式会社みずほ銀行

に授与します。 

3 請求代行者は、その業務の一部を株式会社みずほ銀行 3 請求代行者は、その業務の一部を株式会社みずほ銀行
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に委託し、当該業務に必要な権限を株式会社みずほ銀

行に授与します。 

に委託し、当該業務に必要な権限を株式会社みずほ銀

行に授与します。請求資格者は、当該委託及び権限の

授与について、本規約をもってあらかじめ許諾します。 

  

第 58条 （定めのない事項） 第 58条 （定めのない事項） 

みずほ電子債権決済サービス関連契約に定めのない事項

については、法、民法（明治 29年法律第 89号）その他の

法令に従うものとします。 

みずほ電子債権決済サービス関連契約に定めのない事項

については、法、民法（明治 29年法律第 89号）その他の

法令に従うものとします。 

  

 第 58条の 2（取扱時間等） 

 1 請求代行者及び買取会社の本規約その他の関連総合規

約に基づく業務の取扱時間は、請求代行者又は買取会

社が別途定める場合を除き、営業日の午前 9 時から午

後 5 時までとし、取扱時間外に利用者から請求委託そ

の他の通知等を受けた場合には、その直後に到来する

取扱時間の開始時刻に当該通知等を受けたものとみな

されるものとします。 

 2 請求代行者及び買取会社は、緊急の必要性があると認

める場合には、本規約その他の関連総合規約に基づく

業務の全部又は一部を臨時に停止することができま

す。 

  

第 59条 （裁判管轄） 第 59条 （裁判管轄） 

みずほ電子債権決済サービス関連契約に関し、利用者と規

約制定者の間において訴訟の必要が生じた場合には、利用

者と規約制定者の間において別段の合意がある場合を除

き、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。 

みずほ電子債権決済サービス関連契約に関し、利用者と規

約制定者の間において訴訟の必要が生じた場合には、利用

者と規約制定者の間において別段の合意がある場合を除

き、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。 
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第 60条 （準拠法） 第 60条 （準拠法） 

みずほ電子債権決済サービス関連契約は日本法に準拠す

るものとし、日本法に従って解釈されるものとします。 

みずほ電子債権決済サービス関連契約は日本法に準拠す

るものとし、日本法に従って解釈されるものとします。 

  

別添 1 

 

定義集 

 

(1) 「一定日資金化方式」とは、第 40条に定める方法

により行われる売主が保有する電子記録債権の売

却方式をいい、売主が指定した各暦月の一定日に

おいて、一定額の電子記録債権について買取会社

に対して売却を申し込む方式をいいます。 

(2) 「売掛債権」とは、債権者が、原契約に基づき債

務者に対して取得した債権をいいます。 

(3) 「売主」とは、債権者のうち、買取会社との間で

みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約を

締結している者をいいます。 

(4) 「売主指定口座」とは、売主の保有する銀行口座

であって、予め買取会社に届けられた口座をいい

ます。 

(5) 「営業日」とは、銀行法（昭和 56年法律第 59号）

の規定に従い、日本において銀行の休日として定

められた日以外の日をいいます。 

(6) 「回収金」とは、買取電子記録債権の弁済として

買取会社が対象債務者から現実に受領した金銭を

別添 1 

 

定義集 

 

(1) 「一定日資金化方式」とは、第 40条に定める方法

により行われる売主が保有する電子記録債権の売

却方式をいい、売主が指定した各暦月の一定日に

おいて、一定額の電子記録債権について買取会社

に対して売却を申し込む方式をいいます。 

(2) 「売掛債権」とは、債権者が、原契約に基づき債

務者に対して取得した債権（営業債権一般を含み

ます。）をいいます。 

(3) 「売主」とは、債権者のうち、買取会社との間で

みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約を

締結している者をいいます。 

(4) 「売主指定口座」とは、売主の保有する銀行口座

であって、あらかじめ買取会社に届けられた口座

をいいます。 

(5) 「営業日」とは、銀行法（昭和 56年法律第 59号）

の規定に従い、日本において銀行の休日として定

められた日以外の日をいいます。 

(6) 「回収金」とは、買取電子記録債権の弁済として
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いいます。 

(7) 「買取電子記録債権」とは、個別の電子債権売買

契約に基づき、売主及び買取会社との間で、その

全部又は一部を売買の対象とした電子記録債権を

いいます。 

(8) 「買取代金額」とは、買取電子記録債権の対価と

される金額をいいます。 

(9) 「買取代金支払日」とは、買取会社から売主に対

して買取代金額の支払がなされる日をいいます。 

(10) 「買取日」とは、各個別の電子債権売買契約に基

づき、売主及び買取会社が、買取電子記録債権を

売買する日をいいます。 

(11) 「関連債権売買規約」とは、本規約第 1 条から第

3 条まで、第 5 条、第 29 条から第 31 条まで、第

34 条、第 37 条から第 49 条まで、第 52 条、第 54

条及び第 56 条から第 60 条までの規定その他本規

約に基づいて買取会社が制定した細則を総称して

いいます。 

(12) 「関連請求事務代行規約」とは、本規約第 1 条か

ら第 3 条まで、第 5 条、第 7 条、第 10 条から第

35条まで、第 45条から第 60条までの規定その他

本規約に基づいて請求代行者が制定した細則を総

称していいます。 

(13) 「関連総合規約」とは、関連利用規約、関連請求

事務代行規約及び関連債権売買規約を総称してい

います。 

(14) 「関連利用規約」とは、本規約第 1 条から第 6 条

買取会社が対象債務者から現実に受領した金銭を

いいます。 

(7) 「買取電子記録債権」とは、個別の電子債権売買

契約に基づき、売主及び買取会社との間で、その

全部又は一部を売買の対象とした電子記録債権を

いいます。 

(8) 「買取代金額」とは、買取電子記録債権の対価と

される金額をいいます。 

(9) 「買取代金支払日」とは、買取会社から売主に対

して買取代金額の支払がなされる日をいいます。 

(10) 「買取日」とは、各個別の電子債権売買契約に基

づき、売主及び買取会社が、買取電子記録債権を

売買する日をいいます。 

(11) 「関連債権売買規約」とは、本規約第 1 条から第

3 条まで、第 5 条、第 29 条から第 31 条まで、第

34 条、第 37 条から第 49 条まで、第 52 条、第 54

条及び第 56 条から第 60 条までの規定その他本規

約に基づいて買取会社が制定した細則を総称して

いいます。 

(12) 「関連請求事務代行規約」とは、本規約第 1 条か

ら第 3 条まで、第 5 条、第 7 条、第 10 条から第

35条まで、第 45条から第 60条までの規定その他

本規約に基づいて請求代行者が制定した細則を総

称していいます。 

(13) 「関連総合規約」とは、関連利用規約、関連請求

事務代行規約及び関連債権売買規約を総称してい

います。 
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まで、第 8条、第 9条、第 29条から第 34条まで、

第 36 条、第 45 条から第 49 条まで、第 52 条から

第 60 条までの規定その他本規約に基づいて記録

機関が制定した規約を総称していいます。 

(15) 「業務規程」とは、記録機関の定める業務規程（業

務規程の委任を受けた業務規程細則その他の規則

を含みます）をいいます。 

(16) 「記録機関利用契約」とは、記録機関を利用する

に際して、記録機関及び利用者間の権利義務関係

を定める目的で締結される、関連利用規約に基づ

く記録機関と利用者との間の契約をいいます。 

(17) 「記録請求事務代行契約」とは、利用者が請求代

行者に対して記録請求を委託するに際して、請求

代行者及び利用者間の権利義務関係を定める目的

で締結される、関連請求事務代行規約に基づく請

求代行者と利用者との間の契約をいいます。 

(18) 「決済銀行」とは、債務者が決済口座を開設して

いる銀行であって、口座間送金決済を行う銀行を

いいます。 

(19) 「決済口座」とは、利用者が第 3 条第 1 項の規定

により記録機関に届け出た銀行口座をいいます。 

(20) 「原因債権」とは、発生記録の請求にあたり、利

用者が電子記録債権を発生させる原因となった債

権をいいます。 

(21) 「原契約」とは、売主及び債務者の間で締結され

た、売掛債権の発生原因となる売買契約をいいま

す。 

(14) 「関連利用規約」とは、本規約第 1 条から第 6 条

まで、第 8条、第 9条、第 29条から第 34条まで、

第 36 条、第 45 条から第 49 条まで、第 52 条から

第 60 条までの規定その他本規約に基づいて記録

機関が制定した規約を総称していいます。 

(15) 「業務規程」とは、記録機関の定める業務規程（業

務規程の委任を受けた業務規程細則その他の規則

を含みます）をいいます。 

(16) 「記録機関利用契約」とは、記録機関を利用する

に際して、記録機関及び利用者間の権利義務関係

を定める目的で締結される、関連利用規約に基づ

く記録機関と利用者との間の契約をいいます。 

(17) 「記録請求事務代行契約」とは、利用者が請求代

行者に対して記録請求を委託するに際して、請求

代行者及び利用者間の権利義務関係を定める目的

で締結される、関連請求事務代行規約に基づく請

求代行者と利用者との間の契約をいいます。 

(18) 「決済銀行」とは、債務者が決済口座を開設して

いる銀行であって、口座間送金決済を行う銀行を

いいます。 

(19) 「決済口座」とは、利用者が第 3 条第 1 項の規定

により記録機関に届け出た銀行口座をいいます。 

(20) 「原因債権」とは、発生記録の請求にあたり、利

用者が電子記録債権を発生させる原因となった債

権をいいます。 

(21) 「原契約」とは、売主及び債務者の間で締結され

た、売掛債権の発生原因となる売買契約その他の
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(22) 「口座間送金決済」とは、法第 62条第 2項に規定

する口座間送金決済をいいます。 

(23) 「口座間送金決済契約」とは、口座間送金に関し

て債務者、決済銀行、記録機関及び指定記録業務

受託者の間で締結される契約をいいます。 

(24) 「個人事業者」とは、法第 12条第 2項第 2号に規

定される個人事業者をいいます。 

(25) 「個別の電子債権売買契約」とは、買取電子記録

債権の売買に関し、その都度締結される、第 39条

第 2項に定義される売買契約をいいます。 

(26) 「債権発生日」とは、発生記録の行われる日をい

います。 

(27) 「債権者」とは、電子記録債権の債権者をいいま

す。 

(28) 「債権者請求資格」とは、第 7条第 2項第(1)号に

掲げる電子記録の請求の代行を請求代行者に対し

て委託することのできる資格をいいます。 

(29) 「債務者」とは、電子記録債権の債務者をいいま

す。 

(30) 「債務者請求資格」とは、第 7条第 2項第(2)号に

掲げる電子記録の請求の代行を請求代行者に対し

て委託することのできる資格をいいます。 

(31) 「残高証明書」とは、記録機関が発行する、電子

記録債権、電子記録債務又は電子記録保証の残高

その他の事項が記載された書面をいいます。 

(32) 「資金化可能日」とは、みずほ電子債権決済サー

ビス債権売買基本契約に基づき、債権者請求資格

契約をいいます。 

(22) 「口座間送金決済」とは、法第 62条第 2項に規定

する口座間送金決済をいいます。 

(23) 「口座間送金決済契約」とは、口座間送金に関し

て債務者、決済銀行、記録機関及び指定記録業務

受託者の間で締結される契約をいいます。 

(24) 「個人事業者」とは、法第 12条第 2項第 2号に規

定される個人事業者をいいます。 

(25) 「個別の電子債権売買契約」とは、買取電子記録

債権の売買に関し、その都度締結される、第 39条

第 2項に定義される売買契約をいいます。 

(26) 「債権発生日」とは、発生記録の行われる日をい

います。 

(27) 「債権者」とは、電子記録債権の債権者をいいま

す。 

(28) 「債権者請求資格」とは、第 7条第 2項第(1)号に

掲げる電子記録の請求の代行を請求代行者に対し

て委託することのできる資格をいいます。 

(29) 「債務者」とは、電子記録債権の債務者をいいま

す。 

(30) 「債務者請求資格」とは、第 7条第 2項第(2)号に

掲げる電子記録の請求の代行を請求代行者に対し

て委託することのできる資格をいいます。 

(31) 「残高証明書」とは、記録機関が発行する、電子

記録債権、電子記録債務又は電子記録保証の残高

その他の事項が記載された書面をいいます。 

(32) 「資金化可能日」とは、みずほ電子債権決済サー
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者が買取会社から譲渡代金を受け取ることが可能

である日のうち、最も早く到来する日をいいます。 

(33) 「指定記録業務受託者」とは、法第 58条第 1項の

規定により記録機関が電子債権記録業等の一部を

委託した者であって、申請者に交付される記録機

関利用契約の締結申込みに係る利用申請書又はそ

の付属書類において記録機関によって指定された

者をいいます。 

(34) 「質権設定記録」とは、法第 37条に規定する質権

設定記録をいいます。 

(35) 「支払等記録」とは、法第 24条に規定する支払等

記録をいいます。 

(36) 「譲渡記録」とは、法第 18条に規定する譲渡記録

をいいます。 

(37) 「譲渡人」とは、債権者が電子記録債権を譲渡し

ようとする場合における当該債権者又は電子記録

債権を譲渡した債権者をいいます。 

(38) 「承認通知書」とは、記録機関が申請者との間で

記録機関利用契約を締結する場合に、当該申請者

を利用者とする記録機関利用契約を成立させるた

めに発せられる、記録機関所定の通知書をいいま

す。 

(39) 「随時資金化方式」とは、第 39条に定める方法に

より行われる売主が保有する電子記録債権の売却

方式をいい、売主が電子記録債権の資金化を希望

する都度、買取会社に対して売却を申し込む方式

をいいます。 

ビス債権売買基本契約に基づき、債権者請求資格

者が買取会社から譲渡代金を受け取ることが可能

である日のうち、最も早く到来する日をいいます。 

(33) 「指定記録業務受託者」とは、法第 58条第 1項の

規定により記録機関が電子債権記録業等の一部を

委託した者であって、利用申請者に交付される記

録機関利用契約の締結申込みに係る利用申請書又

はその付属書類において記録機関によって指定さ

れた者をいいます。 

(34) 「質権設定記録」とは、法第 37条に規定する質権

設定記録をいいます。 

(35) 「支払等記録」とは、法第 24条に規定する支払等

記録をいいます。 

(36) 「譲渡記録」とは、法第 18条に規定する譲渡記録

をいいます。 

(37) 「譲渡人」とは、債権者が電子記録債権を譲渡し

ようとする場合における当該債権者又は電子記録

債権を譲渡した債権者をいいます。 

(38) 「承認通知書」とは、記録機関が利用申請者との

間で記録機関利用契約を締結する場合に、当該利

用申請者を利用者とする記録機関利用契約を成立

させるために発せられる、記録機関所定の通知書

をいいます。 

(39) 「随時資金化方式」とは、第 39条に定める方法に

より行われる売主が保有する電子記録債権の売却

方式をいい、売主が電子記録債権の資金化を希望

する都度、買取会社に対して売却を申し込む方式
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(40) 「請求委託」とは、請求資格者が、記録請求事務

代行契約の定めるところにより、記録機関に対す

る電子記録の請求の代行を請求代行者に委託する

ことをいいます。 

(41) 「請求事務代行サービス」とは、請求資格者から

の請求委託を受け、請求代行者が記録機関に対す

る請求資格者の電子記録の請求を代行するサービ

スをいいます。 

(42) 「請求資格」とは、債権者請求資格、債務者請求

資格又は譲受人請求資格の保有者として、それぞ

れ第 7 条第 2 項各号に掲げる電子記録の請求を行

うことのできる資格を総称していいます。 

(43) 「請求資格者」とは、請求資格のいずれか又は全

部を有する者を総称していいます。 

(44) 「対象債務者」とは、売掛債権の債務者であって、

売主に対して（個別の電子債権買取契約に基づく

譲渡後は買取会社に対して）電子記録債権の弁済

義務を負う者をいいます。 

(45) 「適格債権」とは、売主による電子記録債権売買

の申込日及び各買取日の双方において、次の各号

のすべての条件を充たす電子記録債権をいいま

す。 

① 原契約が、適法で強制執行可能な拘束力のある有

効な契約であること。 

② 売主が、当該電子記録債権を、第三者に対し譲渡

し又は質権、譲渡担保その他の方法により担保に

供しておらず、担保設定の予約もなされていない

をいいます。 

(40) 「請求委託」とは、請求資格者が、記録請求事務

代行契約の定めるところにより、記録機関に対す

る電子記録の請求の代行を請求代行者に委託する

ことをいいます。 

(41) 「請求事務代行サービス」とは、請求資格者から

の請求委託を受け、請求代行者が記録機関に対す

る請求資格者の電子記録の請求を代行するサービ

スをいいます。 

(42) 「請求資格」とは、債権者請求資格、債務者請求

資格又は譲受人請求資格の保有者として、それぞ

れ第 7 条第 2 項各号に掲げる電子記録の請求をす

ることのできる資格を総称していいます。 

(43) 「請求資格者」とは、請求資格のいずれか又は全

部を有する者を総称していいます。 

(44) 「対象債務者」とは、売掛債権の債務者であって、

売主に対して（個別の電子債権買取契約に基づく

譲渡後は買取会社に対して）電子記録債権の弁済

義務を負う者をいいます。 

(45) 「適格債権」とは、売主による電子記録債権売買

の申込日及び各買取日の双方において、次の各号

のすべての条件を充たす電子記録債権をいいま

す。 

① 原契約が、適法で強制執行可能な拘束力のある有

効な契約であること。 

② 売主が、当該電子記録債権を、第三者に対し譲渡

し又は質権、譲渡担保その他の方法により担保に
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こと。 

③ 当該電子記録債権に関し、第三者から訴訟を提起

され、又は差押、仮差押、仮処分、保全処分、滞

納処分若しくは強制執行の申立てを受けていない

こと。 

(46) 「電子記録」とは、発生記録、譲渡記録、支払等

記録、変更記録、保証記録又は分割記録その他法

の規定に基づいて行われる電子記録を総称してい

います。 

(47) 「電子記録債権」とは、法第 2 条第 1 項に規定す

る電子記録債権であって、記録機関がその記録の

維持管理を行うものをいいます。 

(48) 「電子記録債権業等」とは、記録機関が営む電子

債権記録業及びこれに附帯する業務を総称してい

います。 

(49) 「電子記録の請求」とは、利用者が、記録機関に

対して電子記録を行うよう求めることをいいま

す。 

(50) 「電子記録保証」とは、法第 2 条第 9 項に規定す

る電子記録保証をいいます。 

(51) 「電子債権割引・譲渡申込書」とは、第 39条第 1

項の規定に従って売主が買取会社に対し交付す

る、買取会社所定の様式による電子記録債権売買

申込みのための書面をいいます。 

(52) 「発生記録」とは、法第 16条に規定する発生記録

をいいます。 

(53) 「発生記録残高極度額」とは、買取会社と債務者

供しておらず、担保設定の予約もなされていない

こと。 

③ 当該電子記録債権に関し、第三者から訴訟を提起

され、又は差押、仮差押、仮処分、保全処分、滞

納処分若しくは強制執行の申立てを受けていない

こと。 

(46) 「電子記録」とは、発生記録、譲渡記録、支払等

記録、変更記録、保証記録又は分割記録その他法

の規定に基づいて行われる電子記録を総称してい

います。 

(47) 「電子記録債権」とは、法第 2 条第 1 項に規定す

る電子記録債権であって、記録機関がその記録の

維持管理を行うものをいいます。 

(48) 「電子記録債権業等」とは、記録機関が営む電子

債権記録業及びこれに附帯する業務を総称してい

います。 

(49) 「電子記録の請求」とは、利用者が、記録機関に

対して電子記録をするよう求めることをいいま

す。 

(50) 「電子記録保証」とは、法第 2 条第 9 項に規定す

る電子記録保証をいいます。 

(51) 「電子債権割引・譲渡申込書」とは、第 39条第 1

項の規定に従って売主が買取会社に対し交付す

る、買取会社所定の様式による電子記録債権売買

申込みのための書面をいいます。 

(52) 「発生記録」とは、法第 16条に規定する発生記録

をいいます。 
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請求委託者との間で合意される、記録機関に対し

て当該債務者請求委託者を債務者とする電子記録

債権の発生記録の請求を行うことのできる限度額

をいいます。 

(54) 「犯罪収益移転防止法」とは、犯罪による収益の

移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号）

をいいます。 

(55) 「分割記録」とは、法第 44条に規定する分割記録

をいいます。 

(56) 「弁済予定日」とは、買取電子記録債権に係る弁

済が予定された日をいいます。 

(57) 「変更記録」とは、法第 27条に規定する変更記録

をいいます。 

(58) 「法」とは、電子記録債権法（平成 19 年法律第

102号）をいいます。 

(59) 「保証記録」とは、法第 32条に規定する保証記録

をいいます。 

(60) 「みずほ電子債権決済サービス関連契約」とは、

記録機関利用契約、記録請求事務代行契約及びみ

ずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約を総

称していいます。 

(61) 「みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契

約」とは、利用者が買取会社に対して電子記録債

権を譲渡するに際して、買取会社及び利用者間の

権利義務関係を定める目的で締結される、関連債

権売買規約に基づく買取会社と利用者との間の契

約をいいます。 

(53) 「発生記録残高極度額」とは、買取会社と債務者

請求委託者との間で合意される、記録機関に対し

て当該債務者請求委託者を債務者とする電子記録

債権の発生記録の請求をすることのできる限度額

をいいます。 

(54) 「犯罪収益移転防止法」とは、犯罪による収益の

移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号）

をいいます。 

(55) 「分割記録」とは、法第 44条に規定する分割記録

をいいます。 

(56) 「弁済予定日」とは、買取電子記録債権に係る弁

済が予定された日をいいます。 

(57) 「変更記録」とは、法第 27条に規定する変更記録

をいいます。 

(58) 「法」とは、電子記録債権法（平成 19 年法律第

102号）をいいます。 

(59) 「保証記録」とは、法第 32条に規定する保証記録

をいいます。 

(60) 「みずほ電子債権決済サービス関連契約」とは、

記録機関利用契約、記録請求事務代行契約及びみ

ずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約を総

称していいます。 

(61) 「みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契

約」とは、利用者が買取会社に対して電子記録債

権を譲渡するに際して、買取会社及び利用者間の

権利義務関係を定める目的で締結される、関連債

権売買規約に基づく買取会社と利用者との間の契
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(62) 「みずほ電子債権決済サービス利用申込書」とは、

みずほ電子債権決済サービス関連契約締結の申込

みのための申込書をいい、記録機関、請求代行者

及び買取会社によって制定される書面をいいま

す。 

(63) 「利用者」とは、記録機関との間で記録機関利用

契約を締結した者をいいます。 

(64) 「利用者間契約」とは、関連利用規約において指

定された規定をその内容に含む利用者間の契約を

いいます。 

(65) 「利用者台帳」とは、記録機関が備える利用者登

録事項を記録する台帳（磁気ディスクをもって記

録機関が調製するものを含みます。）をいいます。 

(66) 「利用者登録」とは、申請者との間で記録機関利

用契約を締結した記録機関が、当該利用者に係る

利用者登録事項を利用者台帳に記録することをい

います。 

(67) 「利用者登録事項」とは、業務規程に定める意味

を有するものとします。 

(68) 「利用者 ID」とは、利用者を識別及び特定する目

的で記録機関が利用者に対して割当てる固有の番

号又は記号をいいます。 

(69) 「申請者」とは、みずほ電子債権決済サービス関

連契約の締結を申し込もうとする者をいいます。 

(70) 「譲受人」とは、電子記録債権を債権者から譲り

受けようとする者又は譲り受けた債権者をいいま

す。 

約をいいます。 

(62) 「みずほ電子債権決済サービス利用申込書」とは、

みずほ電子債権決済サービス関連契約締結の申込

みのための申込書をいい、記録機関、請求代行者

及び買取会社によって制定される書面をいいま

す。 

(63) 「利用者」とは、記録機関との間で記録機関利用

契約を締結した者をいいます。 

(64) 「利用者間契約」とは、関連利用規約において指

定された規定をその内容に含む利用者間の契約を

いいます。 

(65) 「利用者台帳」とは、記録機関が備える利用者登

録事項を記録する台帳（磁気ディスクをもって記

録機関が調製するものを含みます。）をいいます。 

(66) 「利用者登録」とは、利用申請者との間で記録機

関利用契約を締結した記録機関が、当該利用者に

係る利用者登録事項を利用者台帳に記録すること

をいいます。 

(67) 「利用者登録事項」とは、業務規程に定める意味

を有するものとします。 

(68) 「利用者 ID」とは、利用者を識別及び特定する目

的で記録機関が利用者に対して割当てる固有の番

号又は記号をいいます。 

(69) 「利用申請者」とは、みずほ電子債権決済サービ

ス関連契約の締結を申し込もうとする者をいいま

す。 

(70) 「譲受人」とは、電子記録債権を債権者から譲り
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(71) 「譲受人請求資格」とは、第 7条第 2項第(3)号に

掲げる電子記録の請求の代行を請求代行者に対し

て委託することのできる資格をいいます。 

 

受けようとする者又は譲り受けた債権者をいいま

す。 

(71) 「譲受人請求資格」とは、第 7条第 2項第(3)号に

掲げる電子記録の請求の代行を請求代行者に対し

て委託することのできる資格をいいます。 

(72) 「でんさいネット」とは、株式会社全銀電子債権

ネットワークをいいます。 

(73) 「特定記録機関変更記録」とは、記録機関を変更

前電子債権記録機関、でんさいネットを変更後電

子債権記録機関とする記録機関変更記録をいいま

す。 


